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まえがき 

 

 農林水産政策研究所では，平成 28 年度よりプロジェクト研究「都市住民等による農業・

農村の価値・魅力の発揮を支える多様な取組に関する研究」（平成 28 年度～平成 30 年度）

を実施し，都市住民等が求める農業・農村の価値・魅力とは何か，またその価値・魅力を最

大限活用し，地域活性化への効果的な方策を明らかにするための研究分析を行ってきた。こ

のプロジェクトでは大きく三つの課題に取り組んでおり，一つは若年世代の農村への移住

に関する課題，二つ目が農村に人を呼び込む取組に関する研究課題，そしてもう一つは地域

に賦存する資源を持続的に活用するための研究課題である。本プロジェクト研究資料は，こ

のうち三つ目の課題について，いかに持続的な地域資源の活用システムを構築するか，また

地域資源を活用していかに循環型社会を実現するのかについて分析・検討した成果をとり

まとめたものである。 

 周知のとおり，農村地域には森林資源，農産資源等，さまざまな資源が賦存している。ま

た，これらの資源は都市住民にとっても重要な資源である。これらの資源をいかに持続的に

利用し，循環型社会の形成に結びつけられるのかは，農村地域のみならず都市地域の経済活

動・社会生活に大きな影響を与える。 

本プロジェクト研究資料では，農村地域の地域資源のうちバイオエネルギーに焦点を絞

った上で，まず第 1 章では，既存研究における地域資源の定義を踏まえ，バイオエネルギー

を地域資源として定義し，第 2 章で我が国におけるバイオガスの普及状況について概説す

る。続いて，第 3 章，第 4 章では北海道士幌町におけるバイオガスプラントを事例に，メン

タルモデル分析を用いて得た情報から，バイオガス普及の阻害要因を明らかにした研究成

果及び社会心理学の心理的距離の概念を用いた分析の成果を紹介する。そして，第 5 章で

は農林水産政策研究所が国際再生可能エネルギー機関（IRENA）及び国際農林業研究セン

ター（JIRCAS）と共同で行った研究プロジェクトの中で，ナイジェリアでのバイオエネル

ギーの持続可能性指標の評価にステークホルダーの意見を反映させる手法の開発研究につ

いて紹介する。最後に，第 6 章でこれまでの分析で得られた結論を述べる。 

 本資料が農村地域における地域資源の有効利用のための基礎資料として幅広い分野で活

用されることを願っている。なお，本資料の内容は，平成 25 年度から 28 年度まで実施し

ていた「農業・農村の新たな機能・価値に関する研究」において刊行したプロジェクト研究

資料「農村における地域資源の活用とその効果－バイオマスのエネルギー利用を中心とし

て－(1)」（平成 28 年 8 月刊行）とも密接に関連している。こちらについても，本資料と併せ

てご覧いただければ幸いである。 

平成 31 年 3 月 

農林水産政策研究所 

都市住民プロジェクトチーム 

 

注．http://www.maff.go.jp/primaff/kanko/project/28arakachi3.html 参照。 



要 旨 

 

第 1 章では，地域資源を取り扱った既存研究を整理するとともに，これらの既存研究を

もとに本資料における地域資源の定義づけを行った。具体的には，本研究で事例として取り

扱うバイオエネルギーが，既存研究で地域資源の特徴として挙げられている条件を満たし

ているかを確認し，バイオエネルギーが地域資源と定義されることを確認した。 

第 2 章では，地域資源としてのバイオガスに焦点をあて，日本における生産及び利用状

況，政策的支援，今後の普及に向けた課題を整理した。バイオガスは家畜ふん尿や食品廃棄

物，し尿・下水汚泥といった含水率の高いバイオマスのメタン発酵によって生産されるため，

廃棄物の適切な処理やエネルギー自給率の向上，温室効果ガス排出の低減等に貢献する。ま

た副産物である消化液は，液肥として作物栽培に利用できる。バイオガスプラントはその規

模や機能に応じて，「集中型」，「共同型」，「個別型」の 3 タイプに分類できるが，その設置

については，地域や個別農家における原料の確保可能性や供給量に依存するところが大き

い。2002 年の「バイオマス・ニッポン総合戦略」等を契機として，2000 年代前半にバイオ

ガスプラントの設置数は第 1 ピークを迎え，その後 2012 年の「再生可能エネルギー固定価

格買取制度（FIT）」開始に伴い，第 2 の設置ブームを迎えた。ただし，バイオガス生産・

利用の普及には，消化液の液肥利用が浸透していない点，建設コスト及びランニングコスト

が高額な点，売電環境が整備されていない点，政策転換のリスクが常につきまとう点といっ

た課題が残されていることが先行研究のレビューにより示された。 

第 3 章では，北海道士幌町におけるバイオガスの取組を調査事例とし，メンタルモデル

分析と呼ばれる手法を用いて，各ステークホルダーがバイオガスの便益や普及の阻害・促進

要因をどのように認識しているのか，またこれらの認識がステークホルダー間でどのよう

に異なるのかを明らかにした。分析の結果，バイオガスの便益として，売電収入，消化液散

布による化学肥料代替，地域環境の向上等が挙げられ，これらはステークホルダー間で認識

が共有されていた。阻害要因には，建設費用，消化液の処理・利用等があり，建設費用は共

通認識されているものの，消化液の利用については，酪農家・非農家と畑作農家との間で認

識に大きな差が生じていることも明らかになった。このような消化液に対する認識の違い

がバイオガス普及促進の障害になり得ることから，バイオガスの総合的な普及には，まず畑

作農家が考える消化液の利用に関する懸念を全体の問題としてすべてのステークホルダー

間で共有すること，そしてバイオガスプラントを設置する酪農家に主眼を置く施策だけで

なく，消化液の需要者である畑作農家に対する施策も必要であることが示唆された。 

第 4 章では，同じく士幌町の個別型バイオガスプラントを事例として，社会心理学の「心

理的距離」という概念を用い，バイオガスプラントから発生する消化液の利用において，消

化液の需要者である畑作農家と供給者である酪農家の間の関心の違いを明らかにした。本

研究での分析からは，バイオガス生産を中心とした耕畜連携での消化液利用について，酪農

家と畑作農家では関心分野が異なることが示され，また畑作農家は酪農家への関心ととも

に，他の畑作農家の消化液利用の動向にも関心があることが明らかになった。この結果から，



バイオガスプラントを中心とする耕畜連携の促進には，特に畑作農家が消化液利用に対し

て感じている懸念や不便さを，酪農家が解消・低減することで畑作農家と関心分野を共有す

る必要があることが示された。 

第 5 章では，農林水産政策研究所が国際再生可能エネルギー機関（IRENA）からの依頼

を受けて開発したバイオエネルギーの持続可能性評価ツールを紹介し，ガーナとナイジェ

リアでの試行的適用の結果を紹介する。持続可能性評価ツールは，国際バイオエネルギー・

パートナーシップ（GBEP）の持続可能性指標をベースに，各国でどのようなバイオエネル

ギーを導入することで，持続可能性がより高まるのかを判断することができるものである。

このツールでは，各国のバイオエネルギーの状況や政策的な重点事項を反映できるよう，各

指標にウェイトを設定することができるのが特徴である。ガーナへの試行的適用では，持続

可能性の観点からは，液体燃料が最も高い評価となり，またナイジェリアでの適用でも，バ

イオエタノールの評価が最も高くなった。このことから，アフリカのこれらの国では，いま

だ普及していないバイオエタノールの導入を促進することで，持続可能なバイオエネルギ

ーの普及促進が可能と考えられていることが示された。 

最後に第 6 章で，これまでの分析及び考察の結果から最終的な結論として地域資源とし

てのバイオエネルギーを持続的に活用するためには，どのような政策的支援が必要なのか

についてまとめた。バイオエネルギーの生産・消費システムはバイオガスの生産のみならず，

原料収集から副産物である消化液の利用までを含めた包括的なシステムである。このシス

テム全体をうまく稼働させるためには，ステークホルダー間での円滑な合意形成に寄与し

うる政策的支援が必要であることを指摘し，具体的には，ステークホルダー間の調整役を担

う者の配置・団体の設置や新たな技術の開発を促進するような研究への支援といった方策

を掲げた。 
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第１章 地域資源とは何か 

 
林 岳  

 
１．はじめに 

  

地域資源という用語は地域おこしや地域活性化に関連してよく使われる。それぞれの地

域には特有の資源があり，これを活用することで地域活性化を進めようという取組が全国

各地で行われている。その際，どのような資源を地域資源とするかについては，それぞれ

の地域や取組によって異なり，画一的な定義をすることは困難である。しかしながら，地

域資源の議論をする上では，やはりどのような資源が地域資源となり得るのか，地域資源

として取り上げられることが多いのかを整理することは必要であろう。さらに，本研究で

はそのような地域資源のうちどの部分を取り扱うのかを明確にすることは，分析を行う上

で不可欠である。ここでは，これまで地域資源を対象とした研究における地域資源の定義

を整理し，本資料における地域資源の定義を示す。 

 

２．既存研究における地域資源の定義 
 

（１）七戸・永田の定義 

これまでの研究で最も地域資源の定義を厳密に議論しているのは，七戸・永田（1988）

であろう。この中では当時の『農業白書』内の記述を根拠として地域資源の定義を試みて

おり，「その地域だけに存在する資源」，「自然によって与えられる有用物で，なんらかの人

間労働が加えられることによって，生産力の一要素となり得るもの（1）」という定義を与え

ている。そして，地域資源は，他地域への移動が困難な非転移性，地域資源相互間の有機

的な連鎖性，市場メカニズムにはなじまない非市場性という三つの性格を有していると論

じている。さらに七戸・永田は，地域資源を本来的地域資源，準地域資源に分類している

（第 1 表）。本来的地域資源とは，「人間が自然に働きかける過程で（資源としての）（2）対

象となるものであり，かつ，地域資源が持つ三つの側面を，ほぼ同程度にそなえているも

の」としている（七戸・永田，1988，p.87）。この本来的地域資源は，さらに潜在的地域資

源，顕在的地域資源，環境的地域資源に細分している。潜在的地域資源とは，「利用の手段・

方法がわからない段階で労働手段と労働支出が行われない段階では有用物になり得ない無

償の「自然力」」で，具体的には地質，地勢，陸水，海水といった地理的条件や降水，日射，

気温等の気象的条件がこれに該当する。次に顕在的地域資源とは，「人間が自然に働きかけ

る活動を開始したかなり早い段階から地域資源として存在していたものであり，その意味

では労働手段と労働支出が行われた加工された自然」とも言える資源である。具体的には
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森林や農地，用水，河川等が該当する。そして環境的地域資源とは，「もともと「無償の自

然力」である潜在的地域資源が固有するものともいえるが，その「無償の自然力」の利用

と管理に，何らかの労働手段と労働支出が行われることによって，その地域が固有する自

然景観，保全された生態系」を指す。これに該当するのは自然環境や保全された生態系で，

いわゆる二次的自然が当てはまるものと思われる。一方，準地域資源とは，「なんらかの人

間労働が加わることによって，本来的地域資源からうみだされるもの」であって，かつ地

域資源がもつ非転移性，連鎖性，非市場性の三つの側面を備えているものとしている。準

地域資源は，間伐材，家畜ふん尿等生産活動の副産物として発生する付随的地域資源，地

域の特産物である特産的地域資源，地域の伝統技術や情報等の歴史的地域資源の三つに分

類される。このように七戸・永田（1988）では，地域資源の厳密な定義を試みており，本

稿における地域資源の定義の際にも大いに参考になる。 

 

第１表 七戸・永田（1988）における地域資源の分類 

1次区分 2次区分 内容

地理的条件－地質，地勢，位置，陸水，海水

気候的条件－降水，光，温度，風，潮流

本来的地域資源 顕在的地域資源 農用地，森林，用水，河川

環境的地域資源 自然環境，保全された生態系

付随的地域資源 間伐材，家畜ふん尿，農業副産物等，山林原野の草

特産的地域資源 山菜等の地域特産物

歴史的地域資源 地域の伝統的な技術，情報等

潜在的地域資源

準地域資源

資料：七戸・永田（1988）p.88，表 2-4 を著者が一部修正。 

 

（２）地域資源を分析対象とした研究における定義 

七戸・永田（1988）の議論は，地域資源を包括的に定義したもので，既存研究において

も，特定の地域に対象が限定される場合はより限定的かつ具体的な定義がなされる場合が

多い。そこで，地域資源を分析対象とした既存研究における地域資源の定義を見てみる。 

西阪他（2008）は，地域の歴史に関する石碑や遺跡等を保護する役割としての都市公園

という位置づけに着目し，その実態を報告しているが，この研究ではモニュメント，遺跡

等の地域の歴史を継承し得るものを地域資源と定義している。また，石川他（2000）では，

川崎市の地域資源を対象に市民に保全意識をアンケート調査し，市民による地域資源保全

意識と保全の対象とすべき地域資源の特定を行っている。この論文では，川崎市に存在す

る名所・旧跡や公園緑地といったものが具体的に地域資源として特定されており，これら

は文化系，産業系，自然系の三つに分類されている。以上の論文は都市に存在する地域資



－3－ 
 

源を対象とした研究であり，これらの論文では農産物や木材といったバイオマスは地域資

源として考えられていない。農村地域を対象とした研究として，坂本他（2009）では，地

域資源を活用した農山村づくりの中での外来者の役割と地域住民の協同体制のあり方を検

証している。この論文では地域資源を，自然資源，人工施設資源，物的資源，知識・技術

資源，組織・地域活動資源，社会関系資源の六つに分類している。また，藍沢他（1996）

では，集落の存立条件として地域資源を位置づけ，集落における地域資源の活用状況を明

らかにしている。この研究では，農村社会は経済基礎資源と生活基礎資源により成立する

ものとして，「地域資源は経済的な側面から生活面・環境面に至る活動内容及びストック」

と定義している。さらに，上原・重松（2000）では，農山村の地域資源活用状況を土地利

用から分析している。この論文では地域資源の明確な定義はなされていないが，論文の文

脈からは農産物や燃料といったバイオマスを地域資源として分析対象にしており，どちら

かというと農村地域に賦存する物的資源を重視するものである。清水他（1999）では，地

域特性に応じた農林業基盤の維持・管理システムの提案に際し，七戸・永田（1988）にお

ける定義を踏まえ，潜在的地域資源と顕在的地域資源を，村落を構成し農林業基盤になる

資源，環境的地域資源と準地域資源を村落構造が発揮した機能によって生産された資源と

捉えて分析を進めている。最近の研究では堀川他（2018）が水力発電を地域資源と定義し

て，そこから得られる利益の配分の歴史的変遷をまとめている。この論文で水力発電を地

域資源としているのは，水力発電が「農山村地域における河川の流水と地形的条件を利用

して電力を得る」ためであるとしている。大澤（2018）も静岡県沼津市の西伊豆戸田地区

を事例として，同地域に自生するタチバナを地域資源として活用するためのタチバナの生

育実態を紹介しており，タチバナという地域固有の植物種が地域資源として扱われている。

澤田（2017）は，地域資源を活用した防災・減災対策として，地区防災計画策定プロセス

を検証している。この論文では地域資源の明確な定義はされていないが，主に人的資源を

中心とした議論を展開しており，地域資源としての人的資源や人的ネットワークを重視し

ていることがわかる。 

 以上の既存研究における定義をまとめると，地域資源とは，七戸・永田の定義では，一

般的に地域に特有な資源であることと，地域資源同士の有機的な連鎖を介して，人間の生

産活動や自然界を関連づけつつ，人間に有用な働きをするものと言うことができるが，近

年はこれに加え，人的資本，人的ネットワーク（ソーシャル・キャピタル）も地域資源と

して取り扱うことがある。そして，地域資源の具体的な中身としては，第 2 表に示すよう

に，自然環境そのものから始まり，そこから産み出される農産物，林産物といった生産活

動の主産物とともに，間伐材，家畜ふん尿といった副産物が含まれる。この他，主産物・

副産物を生産・加工するために培われた地域独自の技術，さらには地域特有の気候風土に

根ざした生活スタイルそのものや建物・設備といった人工建造物，さらにはこれら地域資

源全体を包含した景観等も地域資源として幅広く含まれるのである。 
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第２表 各既存研究における地域資源の具体的内容 

文献 地域資源の具体的中身 地域

藍沢他（1996） 地域資源を特定せず，関連指標で評価 全国8県の537集落

清水他（1999）
七戸・永田の潜在的地域資源，経済的地
域資源，環境的地域資源

全国1753市町村

上原・重松（2000） 農林地 福岡県新宮町相島地区

石川他（2000） 名所・旧跡や公園緑地など多数 神奈川県川崎市

西阪他（2008） モニュメント，遺跡 兵庫県芦屋市，神戸市

坂本他（2009）
河川，山林，わら細工，古民家，小正月行
事，水路組合など多数

新潟県上越市

澤田（2017） 人的資本，人的ネットワーク
新潟県長岡市山古志地域，岩手県
大船渡市などの被災地

大澤（2018） タチバナ 静岡県沼津市西伊豆戸田地区

堀川（2018） 水力発電 宮崎県小丸川流域

資料：著者作成。 

 

このように，個別の事例を対象とする既存研究における地域資源の定義も統一的なもの

はなく，それぞれの研究において分析対象とするものを便宜的に地域資源として呼んでい

るに過ぎない。しかしながら，既存研究においては多くの場合，自らの定義する地域資源

を明確化しており，本資料においても地域資源の定義を明確にする必要がある。 

 

３．本資料における地域資源の定義 

  

本資料では，地域資源としてバイオエネルギーを取り上げている。そのため，必然的に

地域資源とはバイオエネルギーを指すことになるが，七戸・永田の定義に従うと，バイオ

エネルギーも「その地域だけに存在する資源」，「自然によって与えられる有用物で，なん

らかの人間労働が加えられることによって，生産力の一要素となり得るもの」でなければ

ならない。一般的にバイオエネルギーは地域に賦存する木質バイオマスや家畜ふん尿，農

業・食品加工残渣を原料とする。これらの資源は廃棄物や副産物が中心で，単独で商品と

して高い価値を付加することは困難であり，準地域資源の付随的地域資源に位置づけられ

る。また，バイオマスは地域に「広く浅く」存在する資源であり地域性，すなわち非転移

性が高い。また，バイオエネルギーはバイオマスを原料とすることから，生態系の中に位
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置づけられ，他の地域資源と密接な関連性を有する。これは地域資源相互間の有機的連鎖

性を有することを意味する。さらに，バイオエネルギーは「広く浅く」賦存することから，

採算性が低く既存の化石燃料と比べても市場メカニズムには馴染みにくい。これらのこと

から，バイオエネルギーは七戸・永田（1988）における定義に当てはまり，地域資源と見

なすことができると考える。 

さらにより具体的に本資料で取り上げるバイオエネルギーについて考えると，本資料で

は，北海道士幌町のバイオガス生産とナイジェリアにおけるバイオエネルギー全般を分析

対象としている。これらのバイオエネルギーは，士幌町内で発生する家畜ふん尿や，ナイ

ジェリア国内で産出されるキャッサバや木質バイオマスを原料としたものを想定している

ことから，本資料の研究で分析対象としているバイオエネルギーも「その地域だけに存在

する資源」として，地域資源として位置づけられるだろう。このことから，本資料におけ

る地域資源を，七戸・永田の定義に基づく地域資源として取り扱い，さらにその中の付随

的地域資源と同様として定義し，今後の議論を進めることとする。 

 

４．おわりに 

 

 以上見てきたように，地域資源を包括的に定義した研究事例は七戸・永田（1988）を除

くとほとんど見られず，多くの文献ではそれぞれの分析対象を地域資源と称しているに過

ぎない。そこで，本研究でも分析対象とするバイオエネルギーを，永田・七戸の定義に当

てはまるかを確認した上で，地域資源と見なすことにした。 

 次章以降，地域資源の中でもバイオエネルギーの話に特化した記述となるが，これはあ

くまで地域資源の一つの事例としてバイオエネルギーを取り上げ，分析を進めたというこ

とである。そのため，当然ながら，バイオエネルギーに関して明らかになった点がすべて

の地域資源に当てはまるわけではないことは，先にお断りしておく。 

 

注 （1）  この部分は，七戸・永田（1988）が石井（1981）による資源の定義を引用している。 

（2） カッコ内は著者が挿入した部分である。 
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第２章 日本におけるバイオガスの生産・利用の現状（1） 

 
浅井 真康  

林 岳 

 
１．はじめに 

 

本章では，地域資源としてのバイオエネルギー，特にバイオガスを取り上げる。バイオ

ガスは地域に賦存する家畜ふん尿や食品加工残渣といった有機廃棄物をメタン発酵させる

ことで生成される。廃棄物の再利用という点で，第 1 章の定義に従えば，付随的地域資源

となるが，近年，世界的にも注目を集める循環型経済（Circular economy）の達成を担う

上でも，バイオガスを生産・利用するシステム（以下，バイオガスシステム）の構築は重

要課題である（Pan et al.，2015）。システムの構築に先立っては，地域に賦存する資源を

いかに有効利用できるかという理念に基づいて検討されるため，極めて地域性が高く，ま

たその収集から生産，そして副産物を含めた利用に至るまで地域内の多様な主体の参画に

よって管理運営される。この点で，バイオガスシステムは他の再生可能エネルギーと比較

しても複雑なシステムである。 

このような複雑なシステムの理解，さらにはその持続可能性を検討する上で，第 3 章な

らび第 4 章では，北海道士幌町の取組を事例として選出した。本章では，具体事例を分析

する事前情報として，バイオガスシステムの仕組みや日本におけるバイオガス生産及び利

用状況，政策的支援，さらにシステム普及に向けた課題等について簡潔に説明する。 

 

２．バイオガスに関する基礎知識 

 

（１）バイオガスプラントの概要とその導入メリット 

バイオマスとは，動植物から生まれた再生可能な有機性資源であり，具体的には下水汚

泥，生ごみ，野菜くず，家畜ふん尿等が含まれる。バイオガスプラント（BGP）とは，こ

れらのバイオマスをメタン発酵させ，発生したバイオガスをエネルギーとして利用する施

設のことを指す（2）。 

BGP では，空気の入らない密閉された発酵槽において，嫌気性微生物の働きによってバ

イオマスを分解する。発酵槽では，微生物の働きを良好な状態にするために一定の温度（3）

に保ち，第 1 図に示すように，通性嫌気性菌による酸生成過程と偏性嫌気性菌であるメタ

ン細菌によるメタンガス生成過程という二つの段階を経て，バイオマス資源からバイオガ

スと副産物（発酵処理物）である消化液が生成される。 

発生するバイオガスは，メタンが約 60%，二酸化酸素が約 40%，その他，微量の硫化水
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素，窒素の混合気体である（梅津，1999）。発生したバイオガスは，ガス発電機やボイラー

等の燃料として利用され，電気や温水を作り出す。また消化液は，液肥として農業利用さ

れるか，脱水して残渣をコンポスト化し，脱水ろ液は水処理して放流するか，下水道に排

出される。 

 

  
第１図 家畜ふん尿のメタン発酵過程 

資料：北海道バイオガス研究会（2002）。 

 

BGP 導入によるバイオガスシステムの構築は，地域に様々なメリットをもたらす。以下，

BGP 導入によるメリットを廃棄物の適切な処理，循環型農業の実施，エネルギー供給，環

境影響の低減という観点から整理する。 

まず，廃棄物の適切な処理の観点からのメリットであるが，BGP では様々な廃棄物を適

切かつ一括に処理できる。特に家畜ふん尿や食品廃棄物，し尿・下水汚泥といった含水率

が高いバイオマスの処理に長けている。通常，これらのバイオマスは，水分量が多すぎる

ために焼却処理や堆肥・飼料化がしづらく，たとえ処理できても追加的なコストが発生し

てしまう。また，多様なバイオマスを一つの発酵槽で一括処理できるため，廃棄物処理イ

ンフラの合理化に寄与することができる（NEDO，2018）。 

次に，副産物である消化液は肥料成分（窒素，リン，カリウム）を豊富に含んでいるた

め，適切に扱えば良質な肥料として農作物栽培に利用できる（Nkoa，2014）。一般的に消

化液はふん尿スラリーに比べて悪臭が少ないとされ，またメタン発酵の過程で雑草の種子

や病原菌の多くが死滅するといったメリットもある。そのため，耕種農家も含めて，幅広

く地域内で利用されれば，循環型農業の実施に寄与する。 

つづいて，エネルギー供給・利用のメリットである。バイオガスを燃料として発電・発

熱したエネルギーを BGP や農場施設の運転管理に用いることで，外部から購入するエネ

ルギーの使用量を削減できる。また，電力については，施設内で使い切れない余剰分を売

電することで副収入が得られる。この他，バイオガスは一時貯留することができるため，
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太陽光や風力とは異なり出力変動が発生しにくく，安定的なエネルギー供給が可能である。 

最後に環境面での貢献である。まず完全閉鎖系での処理（嫌気性処理）であるため，廃

棄物処理に係る悪臭を低減することができる。北海道の酪農地帯では，多くの酪農家の間

で堆肥化設備（好気性発酵）からの悪臭を低減する目的でメタン発酵設備が導入されてい

る（NEDO，2018）。また，地球温暖化の要因であるメタンの放出がほとんどなく，酸性雨

の要因となるアンモニアの揮散が少ない。さらにバイオガスのエネルギー利用は大気中の

CO2 を増大させないカーボンニュートラルであるため，化石エネルギーの代替エネルギー

として広く普及すれば，地球温暖化防止に寄与する。 

 

（２）BGP の種類 

BGP は，メタン発酵で用いられる原料の種類（家畜ふん尿・生ごみ・し尿及び汚泥）や

扱える原料量の規模等で様々な形態に分類できる。 

現在，日本で稼動しているプラント数について，そのすべてを網羅している公式な統計

データはないものの，例えばバイオガス事業推進協議会（2015）の調査によると，2014 年

8 月時点でバイオガスを発酵槽加温等の熱利用に使用している全国の下水処理施設は全国

で 294 件，家畜ふん尿・食品残渣（4），し尿を用いて発電を行っている施設・下水処理施設

でバイオガス発電を行っている施設は全国で 94 件であった。一方，NEDO（2015）によ

ると，国内には 178 件の BGP が設置されており，内訳は家畜ふん尿等畜産系原料が 60

件，食品廃棄物等の食品系原料が 118 件と報告している。さらに，118 件のうち 38 件は

北海道に集中しており，畜産系原料のプラントにおいては 60 件中 28 件と 46.6％を占め

る。この他，食品加工会社に BGP を設置する事例も見られる。これらは廃棄物処理の一

環として廃棄物を活用したエネルギー生産を行い，自社工場内の電力や熱利用に活用して

いる。ただし，これら食品系原料の事例は，第 3 章，第 4 章で対象とする家畜ふん尿を主

原料とする BGP とは本質的に目的が異なることから，以降，本章では家畜ふん尿を主原

料とする BGP を中心に扱う。 

家畜ふん尿を主原料とする BGP は，その規模や機能に応じて，主に「集中型」，「共同

型」そして「個別型」という以下の 3 タイプに分類できる（第 1 表）。 

 

第１表 各 BGP タイプの整理 

タイプ 概要 

集中型 

集中型は，多数の農家が参加する処理施設で，家畜ふん尿以外にも家庭の厨芥生ゴミ等，地域

で発生するバイオマスを受け入れることが可能な規模のもの。副原料を積極的に受け入れるこ

とで，行政・組合等が参加する公共性の高い施設となり得る。さらに，副原料によるバイオガス

の増産と有効活用により，地域社会で活用できる資源循環システムが実現する。輸送コスト及

び効率の観点から，原料収集半径がおおむね 10km 以内の条件下で実施される場合が多い。 

共同型 共同型は，複数の農家が参加・運営し，これら農家以外からのバイオマスの搬入は少ない場合
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が多い。このため参加農家の位置が比較的狭い範囲にまとまっていて原料搬送が容易であるこ

とが条件となる。集中型との主な違いは，大規模な副原料の受け入れがなく施設の公共性が低

いことである。また個別型との違いは，家畜ふん尿処理を共同で行うか，個別の農家自身が行

うかの相違である。共同で行う場合，建設費や維持管理作業・経費の分担が可能となる。 

個別型 

個別型は，個々の農家向けの処理施設として，主に畜舎に隣接して設けられる。運営方法とし

ては，個人が施設の運転管理，原料ふん尿の搬入，消化液の搬出散布等，すべてを行う。一般に

事業として成立するには，乳牛の場合約 200～300 頭（ふん尿量 20t/日程度）と言われている。

養豚業にて同規模の量を回収するには，数千頭規模の豚を飼養する必要がある。 

資料：北海道（2015），NEDO（2018）をもとに著者が作成。 

 

 

第２表 各 BGP タイプのメリット・デメリット 

 集中型・共同型 個別型 

メリット デメリット メリット デメリット 

維持管理 

設備投資 

・集中管理により維持

管理コストの効率化が

図れる 

・各農家の作業負担が

軽減 

・イニシャルコストの

総額が高い 

・営農状況に合わ

せて個々の管理が

可能 

・維持管理の労力

と時間が発生 

原料搬入 

・ふん尿の搬出により

農場内の衛生向上 

・農場内でのふん尿処

理作業が減少 

 

・プラントまでの運搬

コスト 

・成分が不均一。その

ため破砕等の前処理が

必要な場合がある 

・堆肥化に比べ労

力が軽減 

・輸送コストがか

からない 

・原料成分が均一 

・搬入作業は農家

自身で行わなけれ

ばならない 

・プラント作業員，収集車運転士等の雇用が発生 

（費用負担増と雇用創出の両側面あり） 

バイオガ

スの利用 

・処理量当りのガス発

生量が多い 

・売電収入 

・多量に得られるガス

の利用方法の確立が必

要 

・売電収入 

・農場内で熱利用

が可能なため，光

熱費が削減 

・処理量当りのガ

ス発生量が少ない 

・発電コストが割

高 

消化液 

・悪臭や土壌汚染を抑

制 

・肥料費の削減 

・地域環境に配慮した

農業が実現 

・消化液の運搬，散布

コストがかかる 

・大容量の貯留槽が必

要 

・悪臭や土壌汚染

を抑制 

・肥料費の削減 

・個人での散布方

法の確立が必要 

資料：北海道（2015）をもとに著者作成。 
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第 2 表では「集中型」，「共同型」，「個別型」BGP のメリット・デメリットを整理した。

石田他（2007）によると，2006 年頃までの国内の BGP の多くは個人酪農家の農場内に設

置した小規模な個別型施設であることが多く，機械トラブルや経済的収支の課題から，継

続運転が困難な場合も多かった。その点，大規模集中型システムの方が事業採算性は高い

とされており，自治体や民間企業を中心とした組織が運営主体となって集中型 BGP を運

営する事例も増加している。北海道では，大規模酪農家が BGP を個人所有したり，JA が

所有する BGP を自らの営農団地に設置したりする事例が見られる。また，近年では，中

規模酪農家数戸が共同で BGP を建設・所有する事例（共同型 BGP）も増えている。 

 

（３）原料・副原料 

前述のように，メタン発酵は水分率が高いバイオマスを処理することができる。そのた

め，一般に家畜ふん尿や食品廃棄物，下水汚泥等が原料として用いられている。ただし，

第 3 表に示したように，同じ重量でもガス発生量に数倍～十数倍の開きがある。そのため，

エネルギー供給を目的とする事業では，バイオガス発生量の多い食品廃棄物の割合が重要

視される。また，メタン発酵過程では，同時に投入するバイオマスの種類，量，質によっ

て，発酵の安定性やガス発生量が大きく異なる。 

他方，バイオマス賦存量は地域的に大きな偏りがあり，どのような原料を主体として，

どのようなものを副原料として投入するかは，それぞれの地域における原料の確保可能性

や供給量に大きく依存する。実際には，家畜ふん尿にしろ，食品廃棄物にしろ，廃棄物の

処理や有効利用を目的として BGP を設置する事例が多く，ある地域でどのような原料が

利用可能なのか，若しくは廃棄物として処理しなければならないのかによって，BGP の設

置の可否が決まることも多い。 

 

第３表 原料タイプ別 1 トン当たりのバイオガス発生量，電力量，熱量 

原料タイプ バイオガス発生量 電力量 熱量 

ふん尿（乳牛） 15~30 Nm3 約 145MJ（40kWh） 約 193MJ（灯油 5.3L 分） 

ふん尿（豚） 19~34 Nm3 約 171MJ（47kWh） 約 228MJ（灯油 6.2L 分） 

食品残渣 150 Nm3 約 967MJ（269kWh） 約 1,289MJ（灯油 35.1L 分） 

下水汚泥 12~14 Nm3 約 84MJ（23kWh） 約 112MJ（灯油 3.0L 分） 

資料：環境省（2017）をもとに著者作成。  

注．バイオガス発生量に幅があるバイオマスについては，中央値を用いて電力量及び熱量を計算した。 

 

１）家畜ふん尿 

農林水産省（2015）によると，現在日本における主要畜種（乳牛・肉牛・豚・鶏）の家

畜ふん尿発生量は年間約 8300 万トンで，うち約 90%が堆肥化や液肥処理に，約 10%が浄
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化・炭化・焼却処理へ利用されている。メタン発酵処理は水分率の高いスラリー状のふん

尿処理に適しているため，国内の主要畜種の中では，乳牛と豚のふん尿が主な対象となる

ことが多い（第 4 表）。 

 

第４表 各家畜ふん尿の特徴とメタン発酵への適性 

畜種 既存の処理方法 水分量 

メタン

発酵へ

の適性 

備考 

乳牛 ・堆肥化（固形） 

・メタン発酵（スラリー） 

・農地散布（スラリー） 

89％ 高い スラリー状のふん尿が回収されや

すく，堆肥化や曝気過程における悪

臭が問題となることがある。水分が

多いため発酵不良になる場合も多

い。 

肉牛 ・堆肥化処理（固形） 81％ 中程度 敷料の割合が多いふん尿が回収さ

れやすく，発酵槽の配管がつまる恐

れがある。堆肥化処理が基本とな

る。 

豚 ・堆肥化（固形） 

・浄化処理（スラリー） 

・メタン発酵（スラリー） 

91％ 高い スラリー状のふん尿が回収されや

すく，堆肥化過程における悪臭が問

題となることがある。 

鶏 ・堆肥化 

・焼却 

60％（採卵鶏） 

35％（ブロイラー） 

中程度 固形状のふんが回収され，堆肥化や

焼却・炭化で処理または熱回収され

ることが多い。 

資料：NEDO（2018）より著者が加筆・修正。 

注．水分量については新エネルギー財団（2008）より引用。 

 

乳牛のふん尿は好気発酵させることで，堆肥化して処理することも可能であり，現在は

BGP への投入よりも堆肥化が主流である。しかしながら，酪農経営で大規模化を行う場合，

労働作業の低減・効率化のために飼養方式はスタンチョン（つなぎ飼い）方式からフリー

ストール方式へと転換することが多く，この場合，発生するふん尿もドロドロのスラリー

状のものとなる。これは，つなぎ飼い方式の場合は敷料とふん尿をまとめて処理すること

から，固形分の多いふん尿になるのに対し，フリーストール方式の場合はふん尿の量に対

して混ぜる（混ざる）敷料の量が少なく，さらにパーラー等で発生する雑排水もふん尿と

一緒に処理されるためである。このようなフリーストール方式で発生するスラリー状のふ

ん尿は，水分率が高いため堆肥化が困難であり，液肥として処理するか，BGP に原料とし

て投入することが最良の処理方法である。したがって，牛の飼養方式がつなぎ飼い方式か
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らフリーストール方式へ移行するにしたがって，BGP のニーズは高まると考えられる。 

ただし，これらの飼養方式の相違は地域性も大きく，例えば北海道の十勝及び根釧地区

のような酪農経営の大規模化を目指す地域では，フリーストール方式が不可欠と言えるこ

とから，今後も BGP の導入需要は高いと考えられる。 

一方で，中小規模酪農経営の酪農家が多い地域や肉牛を飼養する農家の場合は，敷料と

混ざった固分の多いふん尿が発生する傾向にある。そのため，これらの地域では堆肥化で

も十分にふん尿の処理は可能である。一般的にふん尿は堆肥化が優先される傾向にあり，

このような地域では，バイオガスの原料に回されるふん尿の量も少なくなることから，

BGP の普及はあまり見込めないものと推察される。 

 

２）副原料 

BGP では，前述のように，副原料として食品廃棄物等をふん尿とともに発酵槽へ投入す

るとガスの発生効率が向上する。自治体が運営する BGP では，家畜ふん尿の処理ととも

に，家庭や飲食店からの食品廃棄物，食品加工工場からの食品加工廃棄物等を受け入れて

いるところもある。しかしながら，家畜ふん尿が多く発生する酪農地帯では，人口密度も

低く，家庭や飲食店からの食品残渣等はふん尿の量に対してわずかとなる。また，食品加

工工場からの食品加工廃棄物についても，工場が近隣にある場合には副資材として活用で

きるが，このような BGP は限られている。一方で，九州の一部の地域では，焼酎かす等の

食品加工廃棄物を大量に入手できるところもあり，このような地域ではより効率的なバイ

オガス生産が可能となる。 

 

（４）消化液の利用方法 

メタン発酵消化液の肥料効果に関する先行研究をレビューした岩崎他（2017）によれば，

農作物の収穫量に関しては化学肥料と同等あるいはそれ以上で，メタン発酵消化液を施用

した場合の土壌の窒素形態や栽培跡地の土壌の性質は化学肥料と差はない（第 5 表）。 

 

第５表 メタン発酵消化液の作物への施肥効果 

生育作物 施肥 発酵原料 施用量 収穫量 文献 

飼料イネ 
消化液 

化学肥料 

乳牛ふん尿 

－ 

60 kg-N/ha 

60 kg-N/ha 

1.8-2.2 t/ha 

2.2 t/ha 

須永他

（2009） 

水稲 

（コシヒ

カリ） 

消化液 

化学肥料 

無施肥 

乳牛ふん尿・生ごみ 

― 

― 

40 kg-N/ha 

40 kg-N/ha 

― 

5.07-5.42 t/ha 

5.10-5.56 t/ha 

2.41-2.59 t/ha 

上岡・亀和

田（2011） 

トマト 

消化液 

 

化学肥料 

乳牛ふん・豚ふん，

鶏ふん・生ごみ混合 

― 

3.25 g-N/kg（土壌） 

 

3.25 g-N/kg（土壌） 

552-851 g 株 

 

597-866 g 株 

宮田・池田

（2006） 
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コマツナ 

消化液 

 

 

化学肥料 

牛ふん・野菜屑 

 

 

― 

12 kg-N/ha 

24 kg-N/ha 

48 kg-N/ha 

24 kg-N/ha 

1.3 t/ha 

1.9 t/ha 

1.8 t/ha 

0.8 t/ha 

藤川・中村

（2010） 

飼料トウ

モロコシ 

消化液 

 

 

無施肥 

牛ふん 

 

 

― 

56.0 kg-N/ha 

67.2 kg-N/ha 

78.4 kg-N/ha 

― 

45.00 t/ha 

44.00 t/ha 

42.67 t/ha 

34.67 t/ha 

Rahman et 

al. 

（2008） 

資料：岩崎他（2017）より著者作成。 

 

通常の BGP の場合，投入原料の 1～2 倍の消化液が発生する（NEDO，2018）。例えば，

処理量 50t/日，稼働日数 330 日/年とした場合，16,500～33，000 t/年の消化液が発生す

る。そのため，BGP 運営の成否を左右する大きな要因として，消化液の処理が挙げられる

（5）。BGP から発生する消化液の利用については，液肥として農地に散布することが最も

効率的な利用方法である。実際，国内では北海道や九州の一部の地域において，液肥とし

て圃場還元されている。 

ただし，作物によって散布期間が異なること，また特に積雪寒冷地では積雪や土壌凍結

により冬期間の圃場散布ができないことから，散布可能な時期まで貯めておくことができ

る消化液貯留槽が必要である。北海道における国営かんがい排水地区の肥培かんがい施設

諸元に準じれば，冬期間日数は土壌が凍結を始める日（平均気温-2～-3℃以下）から牧草

が生育を始める日（平均気温 5℃以上）までと考えられており，貯留槽の容量は，1 年間の

中で最も長く圃場還元をしない期間（積雪寒冷地では基本的に冬期間）を目安として，地

域によって異なるがおおむね 150～160 日となる場合が多い（北海道開発土木研究所，

2006）。 

 また，降雨による消化液濃度低下や貯留中のアンモニア揮散による窒素肥料成分の損失

を防止するために貯留槽にカバーや屋根を付ける有蓋型も有効である（北海道開発土木研

究所，2006）。しかし，北海道のような積雪寒冷地では，積雪重によって屋根の必要強度が

高く建設費が高くなること等から，現在のところ開放型とすることが多い。他方，例えば

デンマークでは，アンモニア揮散防止を目的としてカバーが義務づけられている。 

 消化液の貯留には，集中貯留方式と分散貯留方式がある。集中貯留方式は，BGP 地点に

消化液の全量を貯留し，散布時に適時搬出・散布する方式である（北海道開発土木研究所，

2006）。大きな貯留槽を一つだけ建設する集中貯留方式とすることにより，工事費等の節

減を図ることができるが，圃場がプラントから遠隔地にある場合は，運搬により多くの時

間と労力が必要となる。分散貯留方式は，消化液還元を行う圃場が BGP から遠隔地にあ

る場合の対策として，プラントでの貯留施設とともに，遠隔地の圃場群の近隣にサテライ

トタンクを設ける方法である。この方式では，BGP からサテライトタンクまでの搬出を，

非散布期の任意の空き時間にあらかじめ行っておくことができ，散布期の搬出作業を軽減



－15－ 
 

することができる。 

 つづいて，代表的な消化液の散布方法を第 6 表に示す。消化液の散布時にはアンモニア

が揮散するが，これは肥料効果の低減や環境負荷の増大にもつながるので，散布方式決定

の際には，労力・コストとともに考慮する必要がある。また，傾斜地においては消化液の

表面流出等にも配慮しなくてはならない。なお，例えばデンマークではアンモニア揮散防

止の観点から，スプラッシュプレートのような空中散布は法律で禁止されており，インジ

ェクタによって土壌に直接流し込んでいる。また，九州の水田地帯などでは，水田の灌漑

水と液肥を混合して投入する方式も採用されており，液肥の輸送手段として，ローリーや

バキュームカーなどの車両やパイプラインが使われている。 

 

第６表 消化液の散布方法 

方式 散布方式 
導入 
費用 

労働 
時間 

アンモ 
ニア揮散 

スプラッ

シュプレ

ート 

 

飛散板によって

消化液を飛散さ

せて空中散布す

る方式。 

安い 短い 多い 

バンド 
スプレッ

ダ 

 

横広の筒状の管

から垂らしたチ

ューブによって

地表面近くに散

布する方式。 

高い 短い 中程度 

溝きり流

し込み 

 

圃場内に溝を掘

り，その中に消

化液を流し込む

方式。 

安い 短い 中程度 

流し肥 

（ながし

ごえ） 

 

ローリーやバキ

ュームカーで液

肥を輸送し，液

肥を水田の灌漑

水に混合して投

入する方式。 

安い 短い 少ない 
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パイプ 

ライン 

 

消化液貯留槽か

らのパイプライ

ンにより液肥を

輸送し，液肥を

水田の灌漑水に

混合して投入す

る方式。 

高い 短い 少ない 

浅層インジェクタ 

消化液散布のた

めのホース先端

に 注 入 爪 を 付

け，これにより

土壌表面に 5～
15cm 程度の深

さの溝を切り広

げ，そこへ消化

液を注入する方

式。 

高い 長い 少ない 

リールマシン 

ポンプ圧送によ

り散水器で空中

散布する方式。

圃場まで管路を

整備する必要が

ある。圃場への

荷重が小さい。 

高い 短い 多い 

資料：北海道開発土木研究所（2006）をもとに著者作成。 

写真提供（一部）：佐賀大学 田中宗浩教授。 

 

（５）固液分離 

家畜ふん尿中には，乳牛の体内で消化できなかった敷料（麦稈やおが粉等）が多く含ま

れている。一般に，それらはメタン発酵槽の中でも完全に処理されることはなく，消化液

中にも含まれている。そこで，消化液を固液分離して敷料等の固形分を取り出し，これを

好気発酵させることで再生敷料（戻し堆肥）が製造される。再生敷料は発酵による 60 度

以上の熱で 30 分殺菌されている上，膨軟性や吸水性が高く，一般敷料と同等の安全性が

確保可能であり，近年北海道内で利用が進んでいる。再生敷料の利用は敷料購入費の削減

のみならず，牛体が清潔に保持され乳房炎の発生が抑えられる等の効果が報告されている

（岩崎他，2017，NEDO，2018）。 

 

（６）電気・熱利用 

生成されたバイオガスの利用には，燃焼エネルギーを利用するボイラー燃焼利用とコジ

ェネレーション利用の二つが主である（第 2 図）。嫌気性発酵では，閉鎖系で無酸素状態を

保持すると同時に，発酵槽内の温度環境を維持することと，攪拌により槽内を均一化する

ことが重要であり，これらに用いる熱や電気等のエネルギーが必要となる。そのため，生
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成されたバイオガスは，BGP の施設運転に必要な熱や電力としてまず利用される。従来は

BGP によってプラント施設並びに隣接する農場が必要とする熱と電気を自給することを

基本としていたが，2012 年からの再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）導入に伴

い，プラントの発電分を売電した方が農家収入は高くなるケースも見られ，BGP 導入の大

きな経済的インセンティブになっている。 

大規模 BGP では，発生するバイオガスをコジェネレーションシステムで燃焼させて電

力及び熱エネルギーとして利用する方法が一般的である。ガス発電機では，発電に伴い本

体の温度が上昇した際に余剰熱が発生するため，これを熱エネルギーとして利用すること

ができる。ただし，これまではその余剰熱の一部しか活用されておらず，多くの熱は屋外

へ排出されていた。そこで，例えば，鹿追町環境保全センターの BGP では，ガス発電機か

ら生じる余剰熱を貯蔵するため，70 度のお湯を 100t 貯蔵できる「蓄熱槽（6）」を導入し，

蓄熱槽に貯蔵されたお湯をチョウザメ試験飼育施設やさつまいも貯蔵設備，マンゴーのハ

ウス栽培といった余剰熱利用施設へと分配し，チョウザメ飼育の効率化やさつまいもの長

期保存，他産地と出荷時期をずらしたマンゴー栽培を行っている。 

熱を発生させるその他の方法として，発生させたバイオガスのすべてを発電に使うので

はなく，ボイラーで燃焼させることも考えられる。この場合，売電による収益は減るが，

蒸気を得ることができ，より広い用途にすることが可能である。 

 

 

第２図 バイオガスの電気・熱利用 

 

３．日本におけるバイオガス関連政策と利用の現状 

 

日本における BGP の発展には，これまでに行われてきた政策や法案が大きな影響を与

えてきた（第 7 表）。 

富士通総研によれば，年間の BGP 設置数は 2000 年代前半がピークであったとしている

（加藤，2014）。特に 2002 年に閣議決定された「バイオマス・ニッポン総合戦略」等を契

機として，プラントの建設は増加した。この頃のバイオガス事業実施の主な目的は廃棄物

処理であり，その背景には， 2001 年に施行した「食品循環資源の再生利用等の促進に関

する法律（食品リサイクル法）」や，2004 年から本格施行した「家畜排せつ物の管理の適

正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）」がある。これらの法律により，廃棄

物処理の有効な手段としてバイオガスへの関心が一時的に高まったといえる。しかし，発
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電された電力は，2003 年に施行された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する

特別措置法（RPS 法）」により，電気事業者との個別契約で売電することはできたものの，

取引価格は 1kWh 当たり平均約 7～9 円と低かった。さらに，この時期に設置されたプラ

ントは実証的なものが多く，原料確保の問題から設備利用率が低いあるいは稼働が停止す

る，あるいは採算性等に問題があり，本格的な普及には結びつかなかった（加藤，2014）。 

その後，東日本大震災を契機に，2012 年に FIT が開始されたことに伴い，売電単価が

大幅に上昇することとなり，採算が取れるバイオガス事業の展開が可能となったことから，

家畜排せつ物を利用した発電施設の整備が増加している（加藤，2014）。例えば，農林水産

省畜産振興課による報告でも，2012 年以降の全国 BGP 設置数の増加が見て取れる（第 8

表）。今後稼働予定の 39 施設を含めると，2016 年時点で BGP は 159 件存在し，これは

2010 年の 46 件，2012 年の 63 件から大幅に増加している（7）（農林水産省，2018）。 

  

第７表 BGP 関連政策・法案時系列表 

年・月 政策・法案名 概要 

1999・11 
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利

用の促進に関する法律」 
家畜排せつ物の素掘り池での貯留や野積みを禁止 

2001 
「食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律（食品リサイクル法）」 
廃棄物の再利用に関する取組 

2002・12 
「バイオマス・ニッポン総合戦略」閣

議決定 

地球温暖化防止，循環型社会形成，戦略的産業育

成，農山漁村活性化等の観点から，バイオマスの

利活用推進に関する具体的取組や行動計画 

2003 
「電気事業者による新エネルギー等の

利用に関する特別措置法（RPS 法）」 

電気事業者との個別契約により，発電した電気を

売電可能 

2004・8 「バイオマスタウン構想」募集開始 
安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われるこ

とを目指し，市町村等が作成する構想 

2004・11 「家畜排せつ物法」本格施行 家畜排せつ物管理の適正化 

2009・6 「バイオマス活用推進基本法」制定 
廃棄物系バイオマス（紙・食品・バイオマス）の

利用率の目標設定 

2010・12 「バイオマス活用推進計画」閣議決定 
バイオマス活用推進基本法に基づきバイオマス活

用の将来像や目標等を示す 

2011 「バイオマスタウン構想」 
地方自治体におけるバイオマス活用推進計画の手

引き作成 

2012・7 
「再生可能エネルギー固定価格買取制

度（FIT）」 

一般電気事業者や特定規模電気事業者等へ固定価

格で売電することが可能（注） 

2012・9 「バイオマス事業化戦略」閣議決定 
7 府省連携のもと，バイオマス活用の事業化を重点

的に推進し，地域におけるグリーン産業の創出と
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自立・分散型エネルギー供給体制強化を実現して

いくための指針 

2013・3 「バイオマス産業都市」募集開始 

地域に存在するバイオマスを原料に，収集から利

用までの一貫システムを構築し，地域の特色を活

かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく

災害に強いまち，むらづくりを目指す 

2015・3 「食料・農業・農村基本計画」 
地域産業活性化施策の一つとして嫌気発酵利用が

挙げられる 

2015・3 
「家畜排せつ物の利用の促進を図るた

めの基本方針」 

消化液等の副産物の有効活用，バイオガスエネル

ギーの利用推進 

2015・7 
「食品リサイクル法に基づく基本方

針」の改定 

食品廃棄物をメタン発酵し消化液等を肥料利用す

ることへの再生利用順位が向上 

資料：バイオガス事業推進協議会（2015），農林水産省（2008），環境省（2012）等から著者作成。 

注．2019 年度時点でのバイオマス由来のメタン発酵ガス電力買取価格は税抜き 39 円/kWh，調達期間は 20 年である。 

 

第８表 BGP 設置数の推移 

 2010 年 2011 年 2012 年 2014 年 2016 年 

メタン発酵 74 74 90 124 179（39） 

うち熱利用 64 61 61 71 73 

 うち発電 46 47 63 94 159（39） 

資料：農林水産省（2018）より著者作成。 

注．2016 年の（）内は，2017 年以降に稼働を予定している施設数（内数）である。また，熱利用と 

発電を併用している施設はそれぞれ内数に入れているため，合計数が一致しない。 

 

４．バイオガス導入の課題  

 

以上，日本におけるバイオガス導入の現状について，家畜ふん尿を原料とするバイオガ

スを中心に解説してきたが，本節ではバイオガス導入の課題について触れる。一つ目とし

て，消化液の液肥としての利用問題がある。消化液の液肥利用においては，北海道や東北

を中心とした畜産業では草地や畑地への利用が一般的であり，九州では，主に水稲と麦の

肥料として利用されている（矢部，2014）。しかし，特に本州以南において消化液の液肥と

しての利用が，いまだ進んでいない現状があり，液肥の生産母体となる再資源化施設や，

し尿処理組合，畜産農家と耕種農家との連携不足，臭いや環境汚染に関する液肥の否定的

イメージ，液肥施用に向けた栽培技術や普及活動の不足，廃棄物処理プラント業者の思惑，

導入時における市町村や農協の担当者の負担等が原因とされる（矢部，2014）。この他，下

水汚泥を混ぜると，生成された消化液を「特殊肥料」としての届け出ができないことや，

生ごみ由来の消化液利用が進んでいないといった現状も問題点としてあげられる（谷川他，
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2008）。今後，水田地域での液肥利用を促進する技術開発が重要な鍵となる。九州でのク

ローラー型散布車及び流し込みによる水田へのし尿液肥利用はその一つといえ（第 3 図），

急峻な山に囲まれ，一戸当たり土地面積の小さい日本においては，スプレッダといった大

型機ではなく，中山間地域や圃場に対応した散布法の確立等が重要となるであろう。 

二つ目は，建設コスト及びランニングコストの高さである。日本の BGP の建設費は，

バイオガス先進国であるドイツと比較して 3 倍以上であり，耐震性等，ドイツよりも厳し

い規制に対応しなければいけないという事情もあるが，それを勘案しても日本のプラント

建設コストは高いというのが現状である。加えて，近年は資材の高騰等で BGP の建設費

はますます上昇している。BGP の建設費は，その一部が補助金でまかなわれるものの，こ

のような建設費の高騰は BGP の収支に大きく影響を与え，普及の阻害要因となる可能性

がある。また，BGP の国内市場規模が小さいために，国内メーカーが機器開発をしにくく，

外国製の機器を使わざるを得ないことから，機器の修理や維持にかかるコストが非常に高

いという側面もある（石田他，2007）。また，メンテナンスに必要な部品調達に時間がかか

る等の課題もある。さらに，本州以南のように，消化液の耕地全量散布が難しい地域では

浄化処理が必要になり，追加的設備の初期投資・エネルギーや薬剤等のランニングコスト

がかかる。この維持管理費が大きく，自治体の管理下にあるプラントは，その収入不足分

を自治体の財政から補填することが多い（石渡，2007）。 

 

 

 
第３図 クローラー散布車 

写真：著者撮影。 
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三つ目は，売電環境を巡る問題である。例えば，送電容量の制約がある。現在の送電設

備では，送電できる容量に限界がある。発電事業者から系等への接続契約の申し込みがあ

れば，その送電容量の中で，申し込み受付順に送電できる容量を確保している。ところが，

2012 年の FIT 開始以降，事業用太陽光発電が急速に認定・導入量が拡大したことにより，

未稼働案件を含む太陽光発電事業者によって系統容量が押さえられてしまい，新規のバイ

オガス発電事業者が接続契約できない等の課題が顕在化している。 

この他，「立地環境」の問題もあげられる。通常，電力会社に販売する際には BGP 内の受

送電設備から，送電網を介して近隣の変電所に送られることになるが，変電所から極端に

離れた農場では送電線へのアクセスが物理的に難しく，BGP の設置自体ができない。 

四つ目は，政策転換リスクである。再生可能エネルギーを取り巻く政策動向は主要な事

業リスクの一つである（NEDO，2018）。例えば，国の政策動向に関わる主なリスク要因

としては，電源構成（エネルギーミックス）に関する基本的な方針，FIT（買取価格や買取

期間，適用要件）や補助金（補助率，事業者要件）等のインセンティブ制度，再生可能エ

ネルギー由来の電力と熱・ガスそれぞれに対する優遇，電力の系統接続に関する基本的な

方針等があげられる（NEDO，2018）。 

国の各種政策は，バイオマスエネルギーを「推進」するか「抑制」するかに大きく分か

れる。推進側に政策転換された場合には，インセンティブが拡充されるだけでなくインフ

ラ整備が進み，BGP の導入が加速する可能性もある。ただし，特定地域での設置数が増加

しすぎると，原料資源の競争や送電容量の逼迫の問題が発生する。また，消化液散布先確

保の競争が激化するというリスクも生じる。他方，抑制側に政策転換された場合には補助

金等が削減される可能性があり，バイオマスエネルギー事業の計画数自体が大きく減少す

ることも予想される（NEDO，2018）。 

 

５．おわりに 

  

本章では，第 3 章及び第 4 章で扱う北海道士幌町の事例分析を理解する際の事前情報と

して，バイオガスシステムの仕組みや日本におけるバイオガス生産及び利用状況，政策的

支援，さらにシステム普及に向けた課題等について説明を行った。本章の内容からも明ら

かなように，バイオガスの生産・利用システムは，地域内のバイオマスをいかに有効利用

するかという理念に基づいて構築されるため，極めて地域性が高く，またその収集から生

産，そして副産物を含めた利用に至るまで地域内の多様な主体の参画によって管理運営さ

れる。つまり，バイオガスシステムが普及し，効率的な資源循環を達成するには，資源利

用に関わる多様な主体間の合意形成，体制作りが不可欠となる。ここで興味深いのは，こ

のような合意の過程が必ずしも経済合理性に基づいて進められるだけでなく，農村内の社

会関係性であったり，慣習の有無であったりと様々な社会的要素の影響も受けていると考

えられる点である。つまり，上記のような合意形成過程を理解し，促進を図る上では，ま

ず各主体がどのようにバイオマス利用や他主体との関係を認知しているのかを把握し，さ
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らには彼らの認知・意向が主体間でどのように異なるのかを整理することが有効である。

そこで第 3 章及び第 4 章では，これら各主体の認知・意向を理解する上で有効な認知マッ

ピングという手法に注目し，本手法を北海道士幌町での取組に適用しながらデータ収集，

分析，議論を進めていく。 

 

注（1）本章の一部は 2016 年 7 月から 10 月までインターン研修生として農林水産政策研究所に在籍していたワーヘ

ニンゲン大学永澤拓也氏が執筆した原稿を著者らが改編したものである。永澤氏には当方からの原稿とりまとめ

の依頼を快諾していただき，記して感謝申し上げる。なお，本文中の誤りはすべて著者らに帰するものである。 

（2）日本では「メタン発酵処理施設」の名称を用いることが多いが，本章では有機性廃棄物，主にスラリー状の家

畜ふん糞尿をメタン発酵し，発生するメタンガスをエネルギー化する施設全体を「バイオガスプラント（BGP）」

と呼ぶことにする。 

（3）メタン発酵は一般に中温発酵と高温発酵とに適温が分かれ，その最適温度の範囲は，それぞれ 30～50℃，50

～60℃の範囲にある（梅津，1999）。また，中温と高温の有機物処理能力は，1：2.5 の比率で，高温の方が中温

の 2 倍以上の有機物処理能力を有する。欧州で普及している家畜ふん尿を対象とするメタン発酵槽の多くが 55℃

を中心とした高温域で運転している。また，消化液の有機物肥料としての圃場還元に際し衛生面の配慮から，殺

菌効果の高い高温域での処理に対する評価が高い。家畜ふん尿を対象としたメタン発酵処理施設の場合，戸別型

では中温，大型共同施設では高温による運転が一般的になっている（梅津，1999）。 

（4）本章では家庭や飲食店から出る生ゴミを「食品残渣」，食品加工工場から出る食品廃棄物を「食品加工廃棄物」，

そして食品残渣と食品加工廃棄物が区別なく合わさったものを「食品廃棄物」として整理した。 

（5）矢萩他（2012）は，複数のケースを用いて BGP の事業採算性を計算した。それによれば，消化液をできる限

り有償販売かつ全量散布することで，プラントの初期投資回収は可能となり，さらに液肥の全量散布が困難な地

域でも消化液の販売・有機性廃棄物有償受入を導入することで，事業を継続できるという結果を得ている。 

（6）蓄熱槽とは，高温となった発電機の冷却液を蓄熱のため水槽まで通し，水槽内の水を温めて貯蔵する仕組みで

ある。 

（7）前述のように日本で稼動しているプラント数について，そのすべてを網羅している公式な統計データは存在

しない。そのため農林水産省（2018）の設置数も 11 ページで示された NEDO（2015）の値とは若干異なるが，

第 8 表では設置数の推移を示すことに主眼を置いたことから農林水産省（2018）のデータを用いた。 
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第３章 バイオガス利用の促進・阻害要因の抽出 

―北海道士幌町のバイオガスプラントを事例として― 

 
浅井 真康  

林 岳  

小樽商科大学大学院 山本 充  

 
１．はじめに 

 

 化石燃料の枯渇が深刻化し，集約的な土地利用がもたらす温室効果ガス排出や水質汚濁

の緩和が急務とされる中，再生可能エネルギーに対する関心が世界的に高まっている。特

に畜産業が集積し，大規模経営化が進む地域においては，大量に排出される家畜ふん尿の

適切な処理，温室効果ガス排出削減，そして地域のエネルギー安全保障の向上を目的に，

バイオガスプラント（BGP）の建設数が年々増加している（Holm-Nielsen et al.，2009，

Weiland，2010，Mol，2014，Pan et al.，2015）。また，バイオガスの副産物として排出

される消化液は，窒素・リン・カリといった成分を含んでおり，化学肥料の代替として農

地に広く散布されれば，肥料購入費用の削減，そして循環型農業の達成にも貢献できると

される（Nkoa，2014）。 

日本においても，酪農業が特に盛んな北海道では，90 年代後半から 2000 年代前半にか

けて第 1 の BGP 建設ブームが観察された。この背景には，1997 年に採択された「地球温

暖化防止京都議定書」において二酸化炭素の削減義務を負ったが，2002 年に閣議決定され

た「バイオマス・ニッポン総合戦略」（Kuzuhara，2005），また，酪農経営の大規模化と

相反する形で 1999 年に制定，2004 年から本格施行された「家畜排せつ物の管理の適正化

及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）」等が BGP の導入を後押ししたとされる

（岩崎他，2017）。しかしながら，当時の BGP 技術や売電制度は，いまだ未成熟であり，

建設後にトラブルが多発したことや，売電単価が「電気事業者による新エネルギー等の利

用に関する特別措置法（RPS 法）」により低く設定されていたことも影響して，2008 年か

ら 2010 年にかけて建設のなかった年が続く等，新規導入が停滞する時期を迎えた。 

このような状況を一変させたのが，2011 年の東日本大震災による深刻なエネルギー危機

であり，さらに翌年 7 月に開始された再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）であ

る。これにより，酪農家をはじめとする経済主体に対して BGP の新規導入を促す新たな

経済的インセンティブがもたらされ，第 2 の BGP 建設ブームを迎えた。2016 年現在，北

海道内にて設置あるいは建設中の畜産系 BGP 数は 79 基で，国内で最も多くの畜産系 BGP

を抱える地域である（岩崎他，2017）。 

バイオガスは，原料となる家畜ふん尿の調達先や副産物である消化液の還元先等を考慮
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しても，他の再生可能エネルギーと比べて地域性の非常に高いエネルギーであると言える

（Blumeling et al.，2013）。それゆえに，バイオガスシステムが普及し，効率的な資源循

環が成立するには，資源利用に関わる多様なステークホルダー間の合意形成，体制作りが

不可欠となる（Lantz et al.，2007）。ここで重要となるのは，このような合意の過程が必ず

しも経済合理性（例えば，資源運搬費用の最小化）に基づいて進められるのではなく，農

村内の社会関係性であったり，慣習の有無であったりと様々な社会的要素も関係している

点である（Mol，2014，Blumeling et al.，2013）。 

つまり，上記のような合意形成過程を理解するには，まず各ステークホルダーが捉える

（認知している）資源利用に関する主要な要素の抽出を行い，さらに，それらの要素がど

のように関係（因果）しているのかを把握する必要がある。また，異なる主体ではどのよ

うに主要要素や関係性に違いが表れるのかを検討することや，あるいは複数主体へと対象

を広げた際の全体像を把握することも重要となる。 

そこで本研究では，認知マッピング（Cognitive Mapping）という手法を用いて，北海

道士幌町での取組を事例に，地域の多様なステークホルダーがどのようにバイオガスを捉

えているのかを明らかにすることを目的とした。認知マッピングとは，ある生産システム

や事象について，そのステークホルダーへの聞き取りを通じて，キーワード（要素）を抽

出し，さらにキーワード間の関係性及びその強弱を図示することで定性的・定量的な説明

を行おうとする手法である。もともと政治学の分野で発展した手法であるが，近年では資

源管理（湿地や自然公園の保全，水管理，森林伐採等）に関する研究分野でも多用され始

めている （Özesmi and Özesmi，2004，Vuillot et al.，2016）。 

本研究では，バイオガスシステムがもたらす便益，普及を妨げる障害，普及を促進する

取組の三つに関して，各ステークホルダーがどのように捉えているのかを整理し，これら

の結果を踏まえて，バイオガスシステムの更なる普及やその持続的可能な発展には，今後

どのような取組が有効であるのかを検討した。 

 

２．分析手法 

 

（１）事例 

本研究では北海道における BGP，特に士幌町での取組を事例として選択した。経営規模

を拡大したい酪農家にとっては，家畜ふん尿の適切な処理手段（臭いや畜舎環境の向上）

として BGP の導入が有効であるが，同時に排出される消化液については畑作農家の液肥

利用が絶対条件であり，耕畜連携の構築が核となる。一方，近年の FIT 導入によりバイオ

ガス発電による再生エネルギーの地域内利用や売電が広く開始され，新たな主体との連携

も増えている。つまり，家畜ふん尿の効率的な利用・循環に向けたシステムの構築には，

所有・利用・調整といった役割を担うステークホルダー間の合意形成，体制作りが必須で

あり，これらの過程を明らかにすることができれば，同様の課題を扱う他事例にも広くそ

の知見を活かせるものと考える。 
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事例先の選定に先立って，まず北海道内の BGP，の現地調査視察を行った。具体的には，

恵庭市，函館市の企業所有の BGP，鹿追町の自治体所有の集中型 BGP，士幌町の農協（以

下，JA）所有の個別型 BGP，釧路市の個人所有の個別型 BGP を視察調査し，分析対象と

しての可能性を検討した。この結果，JA が個別型 BGP の建設を行い，10 軒の個別酪農家

がリース利用している士幌町での取組を事例先として選んだ。酪農及び畑作が主要産業で

ある同町では，2003 年より町ぐるみで BGP の導入を行い，さらに 2016 年からはバイオ

ガス発電の電気を JA が買い取って JA 関係施設で利用する事業を開始する等，国内でも

先進的な取組を行っている。また，先行研究の多い鹿追町の取組に比べて，士幌町に関し

ては研究成果の蓄積が少ないことも本事例を選出した理由である。 

士幌町は北海道十勝総合振興局管内の河東郡に所在しており，十勝の中心都市の帯広市

から 30km ほど北に位置している（第 1 図）（士幌町，Online）。土地面積は 259.1 km2 で，

およそ 6200 人が居住している（士幌町，Online）。気候は，大陸性気候で 8 月の最高気温

が平均 24℃，2 月が最も寒く最低気温の平均で-14℃，降水量は 900mm で，積雪は比較的

少ないのが特徴である。 

士幌町の地形は平坦な部分が多く海抜平均は 210m，多くは火山灰が堆積した肥沃に富

んだ土壌である。そのため土地面積の 6 割は耕作に用いられ，馬鈴しょや小麦，てん菜，

小豆等を基幹作物とした大規模畑作と国内外の最新技術を導入して多頭化の進んだ酪農畜

産業を中心とした農業地帯が形成されている。 

 

第１図 十勝管内における士幌町の位置 

 

JA が中心となって持続可能な農業生産の観点から 4 年輪作体系を推奨しており，馬鈴

しょ，小麦，てん菜，豆類・スイートコーンが 1/4 ずつの比率で計画的に作付けされてい

る（JA 士幌，Online）。この輪作体系の中では，堆肥の投入が積極的に行われており，畜
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産農家から堆肥の提供を受ける替わりに，畑作農家が小麦の麦わらを牛の敷料として提供

する循環型の農業が展開されている。 

また酪農では施設内を牛が自由に移動できるフリーストール方式の牛舎を早くから導

入して搾乳・飼料給与の省力化を推進し，規模拡大が図られてきた。他方，フリーストー

ル畜舎から排出されるスラリー状の牛ふん尿は，堆肥化に多大な労力を要し，有機性資源

として十分に有効利活用が図られていないとともに，臭気等の問題が大きな課題となる。

そこで，士幌町では，2003 年度に 3 戸の酪農家の協力を得て個別型 BGP 実証施設を整備

し，ふん尿処理に当たっての課題を明らかにするとともに，町内への早期普及の推進が開

始された（第 1 世代プラント）。さらにその 8 年後の 2011 年 6 月には，士幌町，JA 士幌

町，商工会の 3 団体で「士幌町再生エネルギー推進協議会」を設置し，BGP の普及等によ

る再生可能エネルギーの利用拡大に向けた検討を開始した（JA 士幌，2018）。同協議会で

は，既存の BGP における課題を踏まえ，構造がシンプルで低コストの新たなモデルが提

案され，このモデルに基づく個別型 BGP が 2012 年度に町内で 4 基が新設された（第 2 世

代プラント）。本事業以降，JA が事業主体として BGP を建設し，酪農家に管理運営・実

証業務を委託する形を取っており，また 2012 年の FIT 導入の後押しもあり，2014 年度に

1 基（第 3 世代プラント），2015 年度に 2 基（第 4 世代プラント）の個別型 BGP が大規

模酪農家の敷地内に順次建設された。また 2016 年度には町内初となる共同型の BGP が 1

基新設され（第 5 世代），2 戸の中規模酪農家によって管理運営されている。第 1 世代の 3

基と合わせて，現在 11 基の BGP が稼働している（JA 士幌，2018）。 

バイオガス発電によって生産された電気の多くは，JA 士幌町関連会社である小売電気

事業者へ販売され，本部事務所や店舗（スーパーマーケット），農協記念館，麦乾施設等で

消費される。また発電の際の余剰熱は搾乳施設（温水利用）や固液分離後の消化液の固体

部分を敷料として再利用する際の乾燥用熱として用いられる。消化液に関しては，BGP 利

用酪農家自身の飼料畑への散布に加えて，近隣の畑作農家に利用してもらうことが主であ

る。第 3 世代の BGP を所有する A 牧場では乳牛 850 頭分のふん尿を BGP で処理してお

り，副産物である消化液の排出量も多いことから，BGP の建設にあたっては消化液利用組

合を設立し，消化液の貯留槽を散布先である圃場の近くに分散設置する等の広域利用シス

テムが構築された（JA 士幌，2018）。また，消化液の利用普及に向けて JA 士幌町を中心

に，その成分分析や利用法に関する説明等を行っているが，利用先が町内でもいまだ限定

されていること，散布実績がいまだ数シーズンしかないこと，堆肥利用への嗜好が根強く，

消化液の特性が理解されぬまま比較されていること等により認知度が低いのが実際である。 

 

（２）認知マッピング 

認知マッピングは，個人あるいはグループが内々に認識している外部（external world）

の事象やシステムを客観的に捉えるのに有効な手法である（Hoffman et al.，2014，Jones 

et al.，2011）。もともとは心理学の分野で発達した手法であるが，近年では様々なステー

クホルダーが関与する複雑な事象（システム）における各主体の意向や思惑の差異を明ら
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かにする際の有効手段として注目されている（Wood et al.，2012，Du Toit et al.，2011，

Meliadou et al.，2012）。 

認知マッピングでは，調査対象となる事象に関して，個人あるいはグループに質問をし，

その答えとして挙げられる要素（variables），そしてそれら要素間のつながりを矢印で示

した図である「認知マップ」の構造を検討することで，彼らがどのように対象事象を理解

し，フィルターをかけ，情報整理を行っているのかを明らかにする（Biggs et al.，2011，

Jones et al.，2011，Du Toit et al.，2011）。認知マップを構築する上では，対象者の個々

の経歴（見解，経験，態度，知識等）や置かれてきた社会あるいは自然環境の影響が反映

される。本手法の強みの一つは，異なるステークホルダーの認知構造の違いを比較できる

ことである（Meliadou et al.，2012）。作成された認知マップ上には，各ステークホルダー

の思惑や信念も投影されることから，これらを比較することで，共通見解の有無が確認・

検証できる。例えば，もしステークホルダーの認知マップ間で差異が観察されれば，現状

生じているコンフリクトの原因やあるいは今後起こりうる問題の原因を考察する上でも貴

重な情報となる（Wood et al.，2012）。 

他方，本手法の短所として次のようなものが挙げられる。まず，認知マップ作成者の間

違った認識や認識の偏りは排除できず，すべて認知マップに組み込まれてしまう点である

（Özesmi and Özesmi，2004）。また，認知マップで得られた情報をどのように解釈し，

扱うか（例えば，情報の細かさ，分類の仕方）は，この作業を担う研究者の能力に一任さ

れている点である（Douglas et al. 2016）。これらの短所は，できるだけ調査対象に詳しい

専門家や現場に精通している人間を調査対象者として組み込むことである程度までは対処

できる（Özesmi and Özesmi，2004）。  

著者らが行った先行研究のレビューによれば，再生可能エネルギーの普及に向けた過去

の研究においても認知マッピングが用いられている。具体的には，太陽光発電（Jetter et 

al.，2011），風力発電（Kermagoret et al. 2016），バイオエタノール（Konti and Damigos， 

2018），そして水素自動車（Kontogianni et al. 2013）の普及に対する各ステークホルダー

の認知構造を調査した研究がある。 

例えば，Konti and Damigos（2018）は 9 名の専門家に関してバイオエタノールに関す

る認知マップの作成を依頼した。完成した九つの認知マップより 65 の要素を抽出し，ギ

リシャにおいて，有機廃棄物からバイオエタノールを生産し，利用する際の阻害要因（例

えば，経済危機とコスト上昇）と促進要因（例えば，税優遇等の民間部門への経済的イン

センティブ）をそれぞれ解明した。彼らは，いくつかの要因に関しては専門家間で共通で

あったが，その他に関しては専門性や興味の違い等により特定の専門家のみで見られたこ

とを強調している。例えば，地域政府の担当者は，法的，組織化，管理に関する廃棄物管

理システムの構築が最も重要であるとする一方，バイオエタノール生産に係る技術的な要

素については無視あるいは無関心であった。他方，燃料会社の専門家はバイオエタノール

の実証的な燃料利用に関して重きをおいた回答が目立った。 

この他，Kermagoret et al.（2016）はフランス北西部の沿岸コミュニティにおける洋上
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風力発電の設置プロジェクトに対する住民らの認識の差異をステークホルダー別に明らか

にしている。彼らによれば，当プロジェクトに対するネガティブな認識は主にプロジェク

トのガバナンスや資源利用，景観，レクリエーションといった地域に根付いた活動とリン

クしていることがわかった。 

これら先行研究のレビューより，認知マッピングは多様なステークホルダーが絡む再生

可能エネルギーの課題を扱う上でも有用であることが示された。なお，本研究ではバイオ

ガス利用の取組を研究対象としたが，著者らの文献レビューによれば，バイオガス事例に

認知マッピングを用いた先行研究は確認できず，この点からも学術的新規性の高さが確認

された。 

 

（３）認知マッピングを用いた調査 

本研究では，北海道士幌町のバイオガス関連のステークホルダー22 名に対して認知マ

ップの作成を依頼した。調査協力者は，3 名のプラント保有者を含む酪農家 7 名，3 名の

消化液利用者を含む畑作農家 7 名，JA 職員 2 名，技術者 2 名，町役場職員 2 名，大学

研究者 2 名で，FCM 作成作業は 2016 年 12 月～2017 年 1 月に実施した。なお，認知マ

ッピングを用いた先行研究である Olazabal and Pascual（2016）は 14 名の利害関係者，

Christen et al. （2015）は 8 名の農業者と 9 名の非農業者を対象にしており，本研究の回

答数も以後の分析において支障のない数であったと考える。 

認知マップの作成には，Özesmi and Özesmi（2004）に則して，まず「町内でバイオガ

スがより広く利用されるにはどうすれば良いか，また利用によってどのような影響がある

と思うか」という質問をし，答えとして頭に浮かんだ具体的なキーワードを挙げてもらっ

た。次に，挙げられたキーワード間の関係性を検討し，関係のあるもの同士について，矢

印でつなぎ合わせる作業を依頼した。この際，作成者から見て，一つのキーワードがもう

一つのキーワードにポジティブな効果をもたらす関係をプラス（＋）の関係として赤線の

矢印で，逆に，ネガティブな効果をもたらすものをマイナス（－）の関係として，青線の

矢印で示した。最後に，関係性の強さについて，各矢印に「大」「中」「小」のいずれかで

評価してもらった。以上の作業は A3 用紙上で行ってもらい，でき上がったものを「FCM：

認知マップ」とした。なお，他人の影響を受けずに協力者個人の頭の中にあるイメージを

そのまま図示化してもらうために，すべての作成作業は個別に実施された。またバイアス

を排除するため，調査協力者に対してバイオガスシステムに関する情報提供は一切行わな

かった。これにより 22 枚 の FCM を回収した。一連の作業に要した時間は 22 名平均で

55 分（最短 35 分，最長 90 分）であった。 

第 1 図は，2 名の酪農家がそれぞれ作成した認知マップの例を示している。 
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第２図 BGP 設置酪農家（上）と非設置酪農家（下）の認知マップ（例） 

注．キーワード間を結ぶ赤線はプラス，青線はマイナスの関係を，色が濃いほど強い関係を示す。 

 

（４）認知マップの分析 

認知マップ上で挙げられたキーワードは，第 3 図で示したように，その意味や関係性（プ

ラスとマイナス）を検討し，バイオガスシステムがもたらす便益要因，バイオガスシステ

ム普及の阻害要因，そして普及を促進あるいは阻害要因を解決するための取組要因の三つ

に分類，整理した。この結果，22 枚の認知マップからは 48 の便益要因，66 の阻害要因，

48 の取組要因が確認された。 
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次に，ステークホルダー間での認識の相違を容易に分析するため，各要因に関して意味

が類似するものを集約し，簡素化を図った。Özesmi and Özesmi（2004）によればこのよ

うな集約化プロセスは，定性的な集約手法（qualitative aggregation）と呼ばれ，認知マ

ッピングを用いた多くの先行研究でも用いられている。本分析では，例えば，「売電」，「FIT」，

「副収入」，「家畜ふん尿からエネルギー」等のキーワードを集約し，「売電収入」と一本化

した。これら一連の作業の結果，便益要因，阻害要因，取組要因の数は最終的にそれぞれ

20，20，16 となった（第 1 表～第 3 表）。   

最後に，挙げられた各要因やその回答頻度に関して，その傾向が最も顕著に異なった「酪

農家」計 7 名，「畑作農家」計 7 名，それ以外の JA 職員，技術者，町役場職員，大学研

究者を取りまとめた「非農家」計 8 名の 3 グループ間で定量的（回答頻度等）及び定性的

な比較分析を行った。なお，本分析では，回答頻度だけに着目し，各矢印を大，中，小で

評価した関係性の強さは考慮しなかった。 

 

 

第３図 キーワードを分類するための解釈例 

注．赤の実線はプラスの関係，青の点線はマイナスの関係を示す。 

 

３．分析結果 

 

（１）便益要因 

第 1 表は，各ステークホルダーが考える BGP の導入と消化液の利用，さらにそれらが

地域コミュニティにもたらすベネフィットについて，士幌町の酪農家，畑作農家，非農家

の 3 グループ別に整理したものである。 
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第１表 バイオガスシステムがもたらす便益要因 

項目  要因 
回答

頻度 

酪農家 

数（％） 

畑作農家 

数（％） 

非農家 

数（％） 
p 2 

BGP 

売電収入  12  5 （71）  3 （43）  4 （50）  NS 

エネルギー自給に伴うコスト削減  10  3 （43）  3 （43）  4 （50）  NS 

廃棄物の適切な処理  8  2 （29）  3 （43）  3 （36）  NS 

ふん尿処理の省力化  7  2 （29）  1 （14）  4 （50）  NS 

経営規模（頭数）拡大    7  4 （57）  1 （14）  2 （25）  NS 

牛舎環境の向上  5  4 （57）  1 （14）  2 （25）  NS 

個別型 BGP のため経営裁量の維持  3  2 （29）  0  1 （13）  NS 

消化液 

堆肥散布時の臭気の低減  14  4 （57）  4 （57）  6 （75）  NS 

堆肥・化学肥料との代替に伴う購

入・散布費用の削減 
11  3 （43）  3 （43）  5 （63）  NS 

有機肥料としての有効利用（循環型

農業の達成） 
6  1 （14）  1 （14）  4 （50）  NS 

即効性のある肥料  6  1 （14）  2 （29）  3 （38）  NS 

牧草への有効性  5  1 （14）  2 （29）  2 （25）  NS 

雑草の種の死滅処理  4  2 （29）  1 （14）  1 （13）  NS 

簡易な散布  2  0  1 （14）  1 （13）  NS 

地域コ

ミュニ

ティ 

GHG排出，地下水・河川汚染，臭

気等の低減による地域環境の向上 
13  5 （71）  4 （57）  4 （50）  NS 

エネルギー安全保障の向上  9  2 （29）  3 （43）  4 （50）  NS 

酪農業に対する住民理解の向上  6  3 （43）  0  3 （38）  NS 

エコタウンとしてのイメージ向上  4  0  1 （14）  3 （38）  NS 

新しい雇用の創出  4  0  0  4 （50）  0.019** 

農業振興への貢献  3  1 （14）  0  2 （25）  NS 

注 （1）数（％）とは酪農家 7 名，畑作農家 7 名，非農家 8 名のうち，当該要素を指摘した人数及びその割合である。 
（2）表では回答割合が 30%以上の要素を黄色で，50%以上の要素を青色で網掛けしている。 
（3）フィッシャーの正確確率検定の結果，10％水準で有意な差が見られなかったものは NS（not significant）と

し，5%水準で有意な差が見られたものには**，10%水準のものには*を示した。 

 

まず，BGP の導入がもたらすベネフィットについて見てみると，全体として最も回答数

が多かったのは，売電収入であった。中でも，酪農家の 7 割以上が，バイオガス発電で得

られたエネルギーを売電することで得られる副収入を期待していることがわかった。畑作

農家や非農家においても，その半数近くが同様の認識をしていた。また，BGP を導入する

ことで大量に発生するふん尿の処理が可能となり（全体で 8 名回答），作業効率も向上す

ることから（全体で 7 名回答），酪農家を中心とする 7 名が，経営規模（頭数）拡大の一手

段として捉えていることもわかった。 

次に消化液の利用がもたらすベネフィットに関しては，回答者の半数（11 名）が，液肥

が化学肥料や堆肥の代替として利用されることで，従来の肥料購入や散布等にかかる費用

が軽減されることを期待していた。また，いずれのグループも半数以上は，堆肥が消化液

に代替されることで，堆肥散布時の臭いが低減されることも期待していた。その他に挙げ

られたのは，消化液の即効性，牧草地への効果，ふん尿の嫌気発酵処理によって雑草の種

子が死滅すること等であった。 

バイオガスシステムがもたらす地域全体へのベネフィットについては，3 グループいず
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れも，環境への負荷低減（GHG，水質汚濁，臭気）に最も期待しており，回答数は最多の

13 名であった。これ以外では，非農家の半数近くが，エネルギーの地産地消や地域経済へ

の波及効果について期待を寄せていることもわかった。その反面，酪農家と畑作農家の多

くが，このような地域ベネフィットを認知していなかったことが特徴といえる。ただし，

酪農家に関しては，BGP を導入することで臭気の低減や牛舎環境が向上され，これにより

地域住民の酪農業に対するイメージが向上することを期待していた。 

 

（２）阻害要因 

第 2 表は，各ステークホルダーの認知マップから抽出されたバイオガスシステムの構築

やその維持を行う上で障壁として考えられる要因を，BGP，消化液，地域コミュニティに

関連するものにそれぞれ整理したものである。 

まず BGP の導入・管理において最も大きな障壁として認知されていたのは，費用の問

題であった。特に，全体の 15 名が高額な建設費用の問題を指摘しており，このうち酪農家

は全員が指摘していた。建設費用の高さを指摘した者のうち 8 名（プラントの非保有酪農

家 3 名，消化液の非利用畑作農家 1 名，技術者 2 名，町役場職員 2 名）は，特に小中規模

酪農家にとって導入の大きな障壁になっているとも回答した。 

次に非農家では，その半数以上が現在の売電環境（変電容量及び送電網の限界や太陽光

発電業者との競合等）に満足していないことも明らかになった。また，プラントの非保有

酪農家 4 人のうち 3 人が，FIT の仕組みや単価が将来変更されるかもしれないという政策

リスクを導入のネックとして捉えていることもわかった。 

他方，7 割以上の酪農家は，BGP の導入に伴い，消化液の散布先の確保が問題であると

答え，特に地域内でプラント数が増えることで他オーナーとの散布先確保の競合問題が生

じることを危惧していた。半数近い畑作農家も同じような状況が起こりうると回答してい

る。 

消化液に関しては，消化液の利用経験の有無に関わらず大多数の畑作農家がその「使い

づらさ」を認知していることがわかった。回答頻度の多かった上位六つの利用に関する問

題とは，①消化液の貯留槽から圃場までの輸送距離，②消化液散布のタイミングが季節や

天候によって限定されること，③実際の肥効が不明確であること，④散布機の重量で土壌

が踏み固められてしまうこと，⑤消化液よりも堆肥は優れていること，⑥生産体系や雨水

の流入等によって消化液の量や質が不均一であることであった。⑤の問題については，消

化液は液肥であるため，固形物である堆肥のように積んで保管できず，貯留槽が必要とな

ること，また液肥のために土壌中にすぐに浸透してしまうため，土壌改良材としての堆肥

と消化液を併用する必要があり，手間が倍増する等の理由によるものである。他方，少数

ではあるが「消化液の臭い」や，「消化液の値段や散布費用が高い」，「利用メリットが見出

せないため有機物ではなくて廃棄物として認識している」という意見もあった。 

上記の実際の使いづらさの指摘に加えて，ソフト面での障壁も複数指摘された。具体的

には，消化液を実際に利用している畑作農家が近隣におらず，そもそも消化液自体が認知
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されていない点，また消化液を供給する酪農家が畑作農家の作付け体系等を理解し，適量

の消化液を適切に散布できるのかという懸念が挙げられた。この懸念については，消化液

処理のためにプラント保有者の酪農家がいつでも圃場に散布したがるのに対し，畑作農家

は適切な施肥管理を行いたいと考える価値観の違いであるとの指摘もあった。また，消化

液の肥効や使い方に関する講習会が開催されたことがなかったり，消化液をもらうにして

も供給者との接点がなかったり（マッチングを担う調整役がいない）といった，情報や資

源へのアクセスが限定されているという障壁も確認された。なお，上記いずれの指摘も主

に畑作農家から挙げられたものであり，酪農家及び非農家からは，このような指摘はほと

んど見られなかった。 

最後に，地域コミュニティについては，回答自体が少数ではあったものの，バイオガス

システムに関する住民の認知が乏しい点，さらにこのようなバイオガスを核とした取組は

あくまで関係する酪農家だけの話であり，地域還元が見えてこない，という指摘もあった。 

 

第２表 バイオガスシステムの構築やその維持を行う上での阻害要因 

項目  要因 
回答

頻度 

酪農家 

数（％） 

畑作農家 

数（％） 

非農家 

数（％） 
p 2 

BGP 

高い投資及び管理費用  15  7 （100）  3 （43）  5 （63）  0.081* 

売電環境（送電容量や送電網）の不備や

太陽光発電との競合   
9  2 （29）  1 （14）  6 （75）  0.052* 

売電制度の将来リスク  6  3 （43）  0  3 （38）  NS 

現行補助制度（獲得が困難，補助額が不

足，支払いが遅延等） 
5  1 （14）  1 （14）  3 （38）  NS 

原料であるふん尿の不均一性や事前処理

の必要性 
4  3 （43）  0  1 （13）  NS 

採算性の不透明さ  3  2 （29）  0  1 （13）  NS 

余剰熱の利用先確保（夜間や夏季）  2  0  0  2 （25）  NS 

消化

液 

将来的には散布先の確保が困難  10  5 （71）  3 （43）  2 （25）  NS 

長距離運搬や道路状況に伴う費用  9  2 （29）  6 （86）  1 （13）  0.016** 

散布のタイミングや条件（季節，天候）

が限定 
8  1 （14）  6 （86）  1 （13）  0.005** 

肥効や利用法が不明確  6  1 （14）  5 （71）  0  0.005** 

特殊な散布機が必要・その踏圧による土

の凝固 
6  0  5 （71）  1 （13）  0.002** 

消化液よりも堆肥を嗜好  6  2 （29）  4 （57）  0  0.039** 

生産体系や雨水の流入により質や量が不

均一 
4  2 （29）  2 （29）  0  NS 

周りに使用者が少ない・提供者を知らな

い 
4  0  3 （43）  1 （13）  NS 

提供者（酪農家）の能力や気配りの欠

如，施肥に関する価値観の違い 
3  0  3 （43）  0  0.024** 

貯留槽の容量が限定  3  3 （43）  0  0  0.045** 

消化液散布時の臭気  2  0  2 （29）  0  NS 

地域

コミ

ュニ

ティ 

バイオガスに関する認識が低い  2  0  1 （14）  1 （13）  NS 

地域還元が少ない  1  0  1 （14）  0  NS 

注 （1）数（％）とは酪農家 7 名，畑作農家 7 名，非農家 8 名のうち，当該要素を指摘した人数及びその割合である。 
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（2）表では回答割合が 30%以上の要素を黄色で，50%以上の要素を青色で網掛けしている。 
（3）フィッシャーの正確確率検定の結果，10％水準で有意な差が見られなかったものは NS（not significant）と

し，5%水準で有意な差が見られたものには**，10%水準のものには*を示した。 

 

（３）取組要因 

第 3 表は，各ステークホルダーの考えるバイオガスシステムの構築や維持を促進する上

で重要となる取組を BGP，消化液，地域にわけて取りまとめたものである。 

まず，BGP の普及に関して，今後は共同型あるいは集中型の BGP 導入に向けた取組が

必要であると最多の 8 名が考えていることがわかった。この中には，中規模経営かつプラ

ント非保有の酪農家 4 名全員を含む 5 名の酪農家（全体の 7 割以上）を含む。また，半数

近い酪農家及びその他グループは FIT の現状維持あるいは買い取り価格の値上げが BGP

の新規導入につながると指摘した。 

 

第３表 バイオガスシステムの構築や維持を促進する上で重要となる取組要因 

項目  要因 
回答

頻度 

酪農家 

数（％） 

畑作農家 

数（％） 

非農家 

数（％） 
p 2 

BGP 

費用削減のための共同型・集中型

BGP の設立  8  5 （71）  0  3 （38）  0.021** 

FIT の維持あるいは買取額の値上げ  7  3 （43）  0  4 （50）  NS 

建設補助金  4  1 （14）  1 （14）  2 （25）  NS 

技術革新による低コスト，高効率，

ユーザーフレンドリー化  3  0  0  3 （38）  0.082* 

送電・売電環境の向上  3  0  0  3 （38）  0.082* 

消化液 

コントラクター利用の助成  7  4 （57）  3 （43）  0  0.058* 

成分分析や利用研究の促進による利

用メリットの明示化  6  2 （29）  3 （43）  1 （13） 
NS 

消化液管理システム（施肥計画，利

用アドバイス等を含む）の構築  5  1 （14）  2 （29）  2 （25） 
NS 

利用の改良（肥効性向上，固形化，

散布機改良，サブタンク設置）    4  0  4 （57）  0  0.010** 

安価または無料で散布  4  0  3 （43）  1 （13）  NS 

勉強会（講習会）の実施，供給者・

需要者のマッチング  4  1 （14）  2 （29）  1 （13） 
NS 

供給者の需要側ニーズの理解向上  2  0  2 （29）  0  NS 

地域コミ

ュニティ 

農場外でのエネルギー利用の拡大

（ハウス栽培，公共施設等で利用）  5  1 （14）  0  4 （50） 
0.081** 

環境教育の一環として利用  2  0  0  2 （25）  NS 

町営の電力会社の設立  2  0  0  2 （25）  NS 

消化液で栽培した農産物市場の確立  1  0  0  1 （13）  NS 

注 （1）数（％）とは酪農家 7 名，畑作農家 7 名，非農家 8 名のうち，当該要素を指摘した人数及びその割合である。 
（2）表では回答割合が 30%以上の要素を黄色で，50%以上の要素を青色で網掛けしている。 
（3）フィッシャーの正確確率検定の結果，10％水準で有意な差が見られなかったものは NS（not significant）と

し，5%水準で有意な差が見られたものには**，10%水準のものには*を示した。 

 

他方，非農家からは，技術革新やその支援を重視すべきとの意見が多かった。具体的に

は，ガス利用や発電，蓄電等における低コスト化と高効率化，さらに現場のユーザーが使

いやすいシンプルなシステム設計といった取組が挙げられた。 
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次に，消化液の利用促進について，酪農家及び畑作農家の合計数で最も多く挙げられた

のは，消化液を回収・散布してくれるコントラクター利用への助成であった。その一方で，

4 割以上の畑作農家は，酪農家が安価または無料で消化液散布を行ってくれることが重要

であるとも考えていた。 

畑作農家だけの回答に注目してみると，最も回答頻度が高かったのは，消化液をより使

いやすく改良する取組であった。具体的には，肥効の向上や栄養素の均一を目指す処理，

散布しやすいように固体化，また散布機の改良やサブタンク設置による輸送費の低減等で

ある。次に多く挙げられたのは，消化液の成分分析や圃場試験等を実施することで，消化

液利用のメリット（費用対効果）を明示化する取組であった。 

消化液の利用メリットが明らかになった場合，利用を促進するための勉強会の実施，情

報交換の場の提供，あるいは施肥計画及びそのアドバイスを含む消化液管理システムの構

築といった取組も畑作農家を中心に挙げられた。また，畑作農家の消化液受け入れを促進

するために，農協等が調整して酪農家と畑作農家とをマッチングする取組も挙げられた。 

地域コミュニティに関する取組に関しては，非農家を中心に複数の取組が挙げられた。

最も回答頻度が高かった（5 名）のは酪農場外でのエネルギー利用の拡大であった。この

中にはハウス栽培や公共施設での熱利用等が含まれる。 

 

４．考察 

 

（１）バイオガスシステムに対する認知の類似点 

認知マッピングの手法を用いて各ステークホルダーに認知マップの作成を依頼し，それ

ぞれを比較した結果，「便益要因」，「阻害要因」，「取組要因」において 3 グループ間で認識

が共通している点及び異なっている点がそれぞれあることがわかった。 

まず，バイオガスシステムがもたらす便益に関しては，グループを問わず多くのステー

クホルダーが，①バイオガス発電による売電収入，②エネルギー自給の達成による電気代

の削減，③堆肥散布時と比べて消化液の液肥利用による臭気のコスト削減，④消化液の代

替利用による肥料経費の削減，⑤環境負荷の削減，という五つの要因に関して共通認識し

ていることがわかった（第 1 表）。これら五つの便益に関しては，多くの先行研究（Huttunen 

et al. 2014，Holm-Nielsen et al.，2009，Lantz et al.，2007，Röder et al.，2016）にお

いても言及されており，士幌町のステークホルダーの多くがバイオガスシステムによって

もたらされる主要な便益を理解できていることが示唆された。他方，英国での先行研究

（Mbzibain et al.，2013，Upreti et al.，2004）によれば，BGP に対する社会的受容性の

低さが依然としてバイオガスシステム普及の大きな壁となっていることを報告しているが，

認知マッピングを用いた士幌町での調査では BGP 導入自体に対する反対意見等はほとん

ど観察されなかった。このような背景には，町や JA が先導役として積極的に BGP 導入プ

ロジェクトをサポートしていることに起因していると考えられる（Lybæk et al.，2015）。

また，その他の先行研究によれば，再生可能エネルギーの普及を進めるには気候変動緩和



－38－ 
 

や環境保全対策としての役割を強調することが地域コミュニティの受容性を高め，彼らの

参加を促進する上で有効であるとしている（Upreti et al.，2004）。士幌町に関しては，本

研究からも明らかになったように環境便益への理解は高いことから，今後の普及をより進

めていく上でも後押しとなると考えられる。 

 

（２）バイオガスシステムに対する認知の相違点 

分析からは，酪農家の多くが売電による副収入に大きな魅力を感じていることがわかっ

た（第 1 表）。副収入の存在は，足腰の強い酪農経営を確立する上でも重要である。その一

方で，売電収入に主眼を置いた経営規模（飼養頭数）の拡大は，それだけ大量の消化液が

排出されることから，適切に処理できなければ，適量以上の散布や，浄化した上で河川へ

の放流，さらにはごく稀に冬期間に雪の上から散布するといったケースが発生する可能性

も考えられる。実際に環境への負荷が増加していることがバイオガスの普及が進むイタリ

ア（Carrosio，2013）やドイツ（Reise et al.，2012）の先行研究で報告されている。 

消化液の利用は持続的なバイオガスシステムに欠かせないが，本研究より，重要なステ

ークホルダーとなる畑作農家が消化液そのものをよく知らず，その利用の有用性を見出せ

ていないことが明らかになった。特に阻害要因である「消化液の使いづらさ」については

主に畑作農家だけが認知しており（第 2 表），また消化液を巡る問題を解決するための取

組に関しても，酪農家や非農家からの提案がほとんどなされていなかった（第 3 表）。つま

り，酪農家や非農家は，認識上「有効な液肥」として畑作農家にその利用責任を転嫁しよ

うと考えるが，畑作農家は「利用価値の低い発酵残渣・廃棄物」と捉えており，大きな認

識のギャップが生じていることが確認された。特に畑作農家には化学肥料や堆肥といった

消化液以外の肥料の選択肢があり，しかも堆肥が好まれているという状況にありながら（第

2 表），酪農家や非農家が消化液の利点だけを先行的に認識していることが，このような認

識の差を助長しているように見える。 

実際，聞き取り調査を行った畑作農家の中からは，「どうして使い勝手の悪い“廃棄物”

を畑作農家が受け入れなくてはならないのか」，「バイオガスを核とした取組はあくまで関

係する酪農家だけの話であり，地域還元が見えてこない」というような意見もあった。 

酪農家や非農家の消化液の利用者視線に立った姿勢が十分でない限り，仮に今後のバイ

オガス政策が，彼らが特に重要と考える「建設や維持管理にかかる費用の問題」（第 2 表）

や「買取価格維持による売電収入の維持」，「売電環境の向上」（第 3 表）を支援できたとし

ても，バイオガスシステム全体で見た場合の解決には至らないと考える。むしろ，このよ

うな政策の実施によって BGP の普及が進めば進むほど，消化液を巡る問題はより顕著に

なることが予想される。 

 

（３）バイオガスシステムの普及促進に向けた取組 

この問題を解決するためには，酪農家と畑作農家との連携（耕畜連携）の強化，そして，

それを調整あるいは支援する農協や町役場，技術者，研究者らのサポートが不可欠である。
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そのためにも，まず畑作農家の消化液に対する認識を他のステークホルダーと共有し，消

化液の需要側の視点を取り入れる必要がある。その上で，酪農家や非農家は，畑作農家に

対して消化液を利用しないことによるデメリットを示し，損失回避性に訴えることが有効

であると考える（1）。 

具体的な取組に関しては，第 3 表にて挙げたように，①消化液利用メリットの実証，②

肥効性等の情報拡散及び利用法の普及，③消化液を使いやすい形態に改良及びより利用し

やすいシステムづくり，④液肥利用農産物の市場拡大等が考えられる。以下，それぞれの

取組について，各ステークホルダーの役割を整理しながら説明していく。 

 

１）消化液利用メリットの実証 

まず消化液を利用することのメリットを実証する取組については，特に研究者からの貢

献が期待される。近年においては，圃場試験（Alburquerque et al.，2012，Bougnom et 

al.，2012，Nkoa，2014）による消化液の液肥利用を扱った研究が増えており，利用効果

を最大化する適切な散布時期や適正量等，作物別の効果的な利用法に関する知見が蓄積さ

れつつある。実際，消化液を利用している畑作農家や自身の圃場に散布しているプラント

保有酪農家の中には，牧草地への消化液散布効果は身をもって確認しているものの，それ

以外の作物についてはその効果を確認できておらず，それゆえに主要品目の圃場への散布

を控えているという意見もあった。上記のような研究が進めば，こういった不安を取り除

くこともできる。 

他方，地域内の作付け状況や畜舎から圃場までの距離を加味した上で，いかに効率的に

消化液を利用するかを検討することは，費用負担者（現状では酪農家）側の運搬費用等の

軽減にもつながり，結果的に長期的な消化液利用を核とする耕畜連携を促進する。これに

関して，例えば，Tampio et al.（2017）は，GIS（地理情報システム）を用いて効率的に

地域内に消化液を配分するための意思決定を支援するツールを開発している。このような

費用負担者側の視点も取り入れたツールの開発は，今後より多くの個別型 BGP あるいは

集中型 BGP が地域内で導入される際にますます重要になるだろう。 

 

２）消化液利用に関する情報の普及 

次に，消化液の利用メリットが実証されたら，その効果的な利用方法等について情報を

拡散する必要がある。ここでは，主に技術指導等を担う普及員が重要な役割を果たすと考

えるが，士幌町のように農協が大きな影響力を示す地域においては，農協が消化液利用に

関する講習会等の場を設けることも効果的であると考える。同様に消化液を供給したいプ

ラント保有酪農家と消化液を受け取りたい畑作農家とのマッチングを担えるのも，酪農家

と畑作農家の両者につながりを持つ農協であろう。 

また，調査結果によれば，消化液そのものについて地域内の畑作農家の間ではよく認知

されていないことも障壁の一つだった（第 2 表）。この課題に対しては，他の農家への影響

力が特別に強い地域内でリーダー的な畑作農家，あるいは消化液の利用効果が高い品目ま
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たは地域内作付けが高い品目の栽培において模範的存在である農家を抽出し，彼らに実際

に消化液を利用してもらうことが有効策と考えられる。もし，彼らが消化液利用の成果を

実感でき，さらに他の農家へその知見を共有してもらえれば，消化液利用者の増加に向け

た重要なステップにつながる。 

 

３）消化液の改良及び利用システムの構築 

 つづいて，使いやすい形態に改良する取組に関しては，需要側の声を取り入れた上で，

研究者や技術者の協力体制に基づく技術開発が必要であり，これらの取組を経済的に支援

する取組が有効と考えられる。近年，運搬，散布，不均一性等の消化液の問題（第 2 表）

を解決するために，消化液そのものの物理的特性を変化させ，使いやすく改良することの

重要性が認識され始めている（Dahlin et al. 2017）。具体的には，消化液をペレット化す

ることで運搬環境や養分濃度を向上させたり，膜を用いて栄養素を窒素，リン，カリ別に

分離させたりする技術の開発が進められている。しかしながら，このような改良を施すに

は高額な費用が発生するため，結果として消化液肥料自体の価格が上昇してしまう。解決

策としては，利用者数を拡大させることで価格自体を下げる取組，あるいは Dahlin et al. 

（2017）が検討しているように，付加価値の付いた肥料として非農業部門である園芸家へ

の販路拡大の可能性等が考えられる。いずれにせよ士幌町のような個別型の BGP の所有

者自身が消化液の改良や販路拡大等を行うことは無理があることから，農協や肥料会社等

の積極的な介入が必要になるだろう。 

他方，消化液の利用しやすいシステム作りに関しては，第 3 表で酪農家と畑作農家が最

も多く回答したコントラクター利用の普及が効果的だろう。士幌町においても，コントラ

クターを実際に利用して消化液の運搬や散布を委託している酪農家もいるが，利用コスト

の高さが利用拡大に向けたネックとなっている。コントラクター利用促進に向けた一つの

支援策としては，補助金によって酪農家あるいは散布を希望する畑作農家への経済的負担

を軽減することが有効であると考える。 

また圃場の近くに消化液を溜められるようなサブタンク等の設置も運搬や散布にかか

る手間を省く上で有効であろう。例えば，デンマークの集中型 BGP では，プラント側が，

参加農家に対して，消化液を溜めるための貯留槽を個別農場内に作る際の費用援助を行っ

ている（浅井・高井，2017）。士幌町でも，畑作農家が集まって消化液受取組合を結成し，

組合員の圃場の近くに貯留槽を一つ建設したが，今後プラント設置数が増えるようであれ

ば，酪農家自身若しくは行政等による貯留槽設置の援助が必要になってくると考える。 

 

４）液肥利用農産物の市場拡大 

 液肥利用農産物の市場拡大については，成功すれば畑作農家の積極的な消化液利用行動

を取り組むインセンティブになる（山下他，2011）。しかし，士幌町では，ジャガイモや小

麦といった原料野菜の生産が元来から盛んであるため，付加価値をつけた農産物生産への

マーケティング戦略への関心が畑作農家を中心に比較的低いこと，また液肥そのものが広
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く知られておらず，消費者の理解が低いことが障壁として考えられる。これらに対して，

例えばデンマークでは，国の政策として有機農業を行っている圃場面積の倍増を目指して

おり，圃場の拡大とともに発生する有機肥料不足の補充品として消化液の有効利用が注目

されている（Oelofs et al.，2013）。有機農産物という消費者が価値を認めるに商品に対し

て，消化液をうまく取り組むことができれば，バイオガスのバリューチェーンの拡大にも

貢献する。 

これ以外にもハウス栽培で高付加価値農産物を栽培し，その際にバイオガス発電時に発

生する廃熱と液肥として消化液を用いることができれば，無駄のない効率的な生産体系の

確立が可能になるとも考えられる。しかしながら，士幌町のように個別型の BGP を保有

する農家が単独で新たな利用先の発掘及び新規拡大を行うには限界があるため，行政の支

援，そして農協や企業との連携が欠かせない。他方，消費者の理解向上に向けては，環境

負荷が少なく，かつ循環型農業で生産された農産物であることを幅広く PR することが有

効であり，そのためには農協や行政による積極的な推進活動が重要と考える。 

 

５）社会的要素の重要性 

最後に，消化液の問題については，単に「使いづらさ」の問題を解決するだけでは不十

分であり，酪農家と畑作農家の社会関係や信頼関係の有無といった，社会的要素にも着目

する必要があることが本研究より示唆された（第 2 表と第 3 表）。事実，消化液を利用し

ている畑作農家 3 名への聞き取り調査によれば，彼らが受け取りを行う理由は，消化液の

効果そのものに魅力を感じているからではなく，消化液の提供者と古くからの知り合いで

あり，自身の管理する畑の作付け体系をよく理解し，施肥のタイミングや散布量等におい

て，気配りのある対応をしてくれるからだと回答している。つまり，酪農家と畑作農家と

が常に適切なコミュニケーションをとれる間柄であることが，不適当な消化液散布に伴う

圃場内土壌の栄養素の不均一化といったリスクを回避し，結果的に畑作農家の永続的な消

化液の受け入れにもつながっていると考えられる。この点に関しては，Asai et al.（2014）

もデンマークの畜産農家と畑作農家が耕畜連携を構築する際の重要因子を明らかにした上

で同様の指摘をしている。特に士幌町のような堆肥利用が従来から好まれ，国内最大規模

の畑作経営を担う農家が多い地域において，プラント保有者である酪農家が消化液利用の

メリットを強調するためには，きめ細かい気配り等による畑作農家との良好な関係の構築

が非常に重要な意味を持つと考えられる。 

この点に関しては，前述のコントラクター利用の普及促進を模索する上でも，同様の指

摘ができるだろう。消化液を提供する酪農家の代わりにコントラクターが，受け取り先で

ある畑作農家に対して同様のきめ細かいサービスを提供できれば，あるいは高額な利用料

を支払ってでも消化液を利用したいと考える畑作農家が増えることも予想されるからであ

る。 
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５．おわりに 

 

バイオガスは，他の再生可能エネルギーと比べて，原料となるふん尿の調達先や副産物

である消化液の還元先等において，非常に地域性が高いエネルギーであるといえる（Mol， 

2014，Blumeling et al.，2013）。そのため，農村内における慣習や信頼関係等，そして主

要なステークホルダーである酪農家と畑作農家の思惑の違いや共通認識の有無が，バイオ

ガスシステムの普及の促進要因になったり，阻害要因になったりする （Bluemeling et al.， 

2013）。そこで，本研究では，認知マッピングという手法を用いて，地域の多様なステーク

ホルダーがどのようにバイオガスを捉えているのかを明らかにし，更なる BGP の導入や

長期的な稼働を行うには，どのような取組が有効であるかを検討した。 

本研究の結果からは，畑作農家が認知する消化液利用を中心としたバイオガスシステム

の導入メリットが不明確のままであること，また酪農家及び非農家のグループが消化液の

需給側の視点を持ち合わせていないことが大きな阻害要因となり得ることが明らかになっ

た。近年では，地域経済モデル分析（Tampio et al.，2017）や圃場試験（Bougnom et al.， 

2012，Alburquerque et al.，2012，Nkoa，2014）による消化液の液肥利用がもたらす効

果を明らかにした研究が多数発表されてきているが，実際の現場で生じている課題を学術

的に明らかにした研究は少ない（Holm-Nielsen et al.，2009，Dahalin et al.，2015）。こ

の意味でも，本研究で得られた知見は，今後のバイオガスシステムの持続的な発展に大い

に役立つものと考える。 

例えば，中国の Ho et al.（2013），イタリアの Carrosio（2013），デンマークの浅井・

高井（2017）といった先行研究でも議論されているように，長期的かつ持続可能なバイオ

ガスシステムの構築には，地域にもたらされる便益が共有あるいは共通認識されているこ

と，つまり各ステークホルダーが何らかの便益を得られるシステムづくりが欠かせない。

これを達成する上でも，各ステークホルダーが何を期待し，何が阻害要因と考え，どのよ

うな取組が有効であるかを明らかにした本研究は，普及を進める上での第 1 ステップとし

て意義のあるものと考える。 

今後の課題は，各ステークホルダーの認知マップを異なるステークホルダー間で横断的

に共有し，比較，理解し合う場を設けることで，相互理解を促進し，より持続可能なバイ

オガスシステムの構築に活かしていくことであると考える。 
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注（1）損失回避性とは，人は損をすることを強く嫌悪する場合が多いことを示した行動経済学の概念である（大垣・

田中，2014）。 
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第４章 消化液利用における畑作農家と酪農家の関心の相違（1） 

 
林 岳  

浅井 真康  

小樽商科大学大学院 山本 充  

 
１．はじめに 

 

 北海道では酪農地帯を中心にバイオガスプラント（BGP）の導入が進んでいる。著者ら

のこれまでの研究では，再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）の導入によって BGP

の導入は進んだが，それに伴い発生する消化液への対応が遅れていることを指摘した（浅

井他，2017，本資料第 3 章）。このため，さらなるバイオガスの普及促進には，バイオガ

ス生産に伴って発生する消化液の利用促進，すなわち BGP を中心とする耕畜連携の形成

が欠かせない。現状においては，消化液の利用については酪農家やコントラクターが散布

を行い，一部無償で行われる場合もあることから，畑作農家の経済的負担は大きくない。

にもかかわらず，畑作農家において消化液の利用が進まないのは，経済的要因以外のとこ

ろに原因があると考えられる。BGP を中心とする耕畜連携を形成しようとする場合，特に

個人が所有・利用する個別型 BGP については，畑作農家と酪農家個人間で消化液の相対

取引を行うことになる。このような個人間の取引においては，資源を運搬する物理的な距

離だけでなく，両者の相手に対する評価や信頼関係が耕畜連携の成否に大きく影響するこ

とが先行研究より明らかになっている（Asai et al.，2018）。このため，畑作農家と酪農家

がそれぞれ相手をどう見ているのかを明らかにすることで，双方の理解促進につながり，

消化液利用を進めることができると考える。 

これまで耕畜連携という視点での研究は，飼料米とたい肥に関するものが多く，BGP を

中心とする耕畜連携を対象とした研究では，BGP の経済性の評価や環境負荷の計測や（小

野・鵜川，2006，清水・柚山，2010，吉田他，2014），バイオガスシステム内での消化液

の効果を検証するもの（中村，2016）の他に，消化液の液肥としての効果を検証するもの

（梅津他，2003），消化液の輸送や散布計画に関する研究が多い（山岡他，2012）。これら

の研究は，いずれも耕畜連携の一部分のみに焦点を当てた研究であり，BGP を中心とする

耕畜連携の全体像を捉えたものではない。また，畑作農家と酪農家といった耕畜連携の主

体が他のどの主体に関心を持っているかといった主体間の関心分野の相違を明らかにした

ものはなく，このような視点から分析を行っている論文は見当たらない。 

そこで本研究では，士幌町の個別型 BGP を事例として，社会心理学の「心理的距離」と

いう概念を用い， BGP から発生する消化液の利用において，消化液の需要者である畑作

農家と供給者である酪農家の間の関心の違いを明らかにする。 
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２．分析手法 

 

（１）システムフロー 

本研究で想定している BGP を中心とする耕畜連携のシステムフローは第 1 図に示され

るとおりである。酪農家の営農活動によって発生した家畜ふん尿を BGP に投入すること

で，電力が発生すると同時に副産物としての消化液が発生する。これを畑作農家の圃場で

液肥として散布することで農産物の他，とうもろこし等の家畜飼料が生産され，これが再

び酪農家によって利用されるという循環である。現状では，BGP の増加に伴って増加する

消化液について，その利用先が必ずしも十分に確保されていないという問題がある。その

結果，適量以上の散布が行われていたり，浄化した上で河川に放流したり，さらにはごく

稀に冬期間に雪の上から散布するといった不適切な処理が行われるケースも見られる。こ

のように，消化液の利用が BGP を中心とした耕畜連携のボトルネックとなっている（浅

井他，2017）。 

 

 

第１図 BGP を中心とする耕畜連携のシステムフロー 

 

次に，本研究における用語の定義について触れておく。まず，BGP を中心とした耕畜連

携とは，BGP から発生する消化液，畑作からの飼料，酪農からの家畜ふん尿等の物質の循

環的利用形態を指す。そして，消化液利用とは BGP を中心とした耕畜連携のうち，消化

液の液肥としての利用に関する部分のみを指すものとする。 

 

（２）心理的距離と認知マッピング 

本研究では，BGP を中心とする耕畜連携に関して，酪農家と畑作農家の相手に対する関

心分野を明らかにするため，社会心理学の心理的距離の概念を適用する。心理的距離とは，

Michelle，Liberman，Trope らの心理学者が提唱した概念で，ある対象物や人物に対する

親近感や物理的距離等をまとめて距離的概念で表現するものである。そして心理的距離を
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踏まえ，人々がある事象をどのように解釈するかに関する包括的な理論として解釈レベル

理論がある（Liberman and Trope，1998，Trope and Liberman，2003）。解釈レベルで

は，心理的距離を，信頼度を表す社会的距離，遠い過去や未来，近い将来といった時間的

距離，物理的な距離感を表す空間的距離，経験の有無や想像・現実の世界を表す仮想的距

離の四つの下位次元に分類している（第 1 表）。そして，このような心理的距離を考え，関

心分野を特定することで，人々の行動を促したり，問題を解決するための方策を検討した

りすることができる。 

 

第１表 心理的距離の種類 

種類 対象 心理的距離の遠近

社会的
距離

相手と
自分

相手と親しく信頼できる関係にあれ
ば社会的距離は小さく，疎遠で信頼
できない関係であれば社会的距離
は大きい

時間的
距離

将来・過去
と現在

直近のことであれば時間的距離が
小さく，遠い過去もしくは将来のこと
であれば時間的距離は大きい

空間的
距離

物理的な
遠近

距離的に近くのことであれば空間的
距離は小さく，距離的に遠くのこと
であれば空間的距離は大きい

仮想的
距離

想像と
経験

実際に経験したことは仮想的距離
が小さく，未経験で想像上のことは
仮想的距離は大きい

 

  

  
 

第２図 心理的距離と BGP 普及の間のロジックフロー 

 

 

さらに，心理的距離を用いて酪農家と畑作農家の間の関係について，関心のある分野を

明らかにすることで，酪農家と畑作農家の間の理解促進の方策を示すことができ，これが

酪農家と畑作農家
の関心分野の特定

BGPを中心とした
耕畜連携の促進

酪農家と畑作農家
間の理解促進

BGPの
さらなる普及

消化液の
利用促進
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消化液利用の促進を通じて最終的には BGP の普及促進につながると考える（第 2 図）。 

 また，本研究では，分析に用いるデータの取得方法として，認知マッピングという手法

を適用する。認知マッピングとは，ある生産システムや事象について，その関係主体への

聞き取りを通じてキーワード（要素）を抽出し，さらに要素間の関係性及びその強弱を図

示することで定性的・定量的な説明を行う手法である（Özesmi and Özesmi，2014）。認

知マッピングはもともと政治学の分野で発展した手法であるが，近年では農業や再生可能

エネルギー等の多様な主体が関わる問題に関しても，主体間の認識の相違点を検証する上

で用いられている。例えば，Christen et al.（2015）はスコットランドの農業環境政策に

対する農業者と非農業者の認識の違いを明らかにし，Kermagoret et al.（2016）はフラン

ス北西部の沿岸コミュニティーにおける洋上風力発電の設置プロジェクトに対する住民ら

の意識の差異を主体分類別に明らかにしている。調査対象者が思い描く事象は「認知マッ

プ」として図示化されるため，異なる主体間でその内容について比較することが可能とな

る。さらにこの手法は，調査対象者が頭の中に思い描くさまざまな事象を整理しながら聞

き出すことができるという特長がある。調査対象者は必ずしも思い描く事象を口頭で述べ

ることに長けている人とは限らず，このような手法を適用することで，BGP を中心とする

耕畜連携といった複雑な要素が絡む事象について，口述が得意ではない人からも，視覚的

に論点を整理しながら話を聞くことができる。この点が本研究で認知マップを適用した大

きな理由である。 

 

（３）認知マッピングによるデータ収集 

本研究では士幌町の個別型 BGP を事例として分析を行った。士幌町内には現在 10 戸の

酪農家の農場内で個別型 BGP が稼働しているが，個別型 BGP では，消化液のやりとりは

仲介組織等を介さない個人的な直接取引が中心となるため，畑作農家と酪農家の関係が大

きく影響する。本研究では，第 3 章で用いた，士幌町の BGP の利害関係者（酪農家，畑

作農家，JA 士幌町及び役場職員，研究者，プラント製造業者）合計 22 名を対象に，2016

年から 2017年の冬に行った認知マッピングの調査のデータを使用した。調査では，Özesmi 

& Özesmi（2004）に則して，まず「町内でバイオガスがより広く利用されるにはどうすれ

ば良いか」，「利用によってどのような影響があると思うか」という二つの質問を課し，そ

の答えとして頭に浮かんだ具体的なキーワード（要素）を挙げてもらった（2）。そして，要

素間に相乗効果があるのか，相反効果があるのかといった因果関係を検討し，相乗または

相反の関係にあるものについて矢印でつなぎ，さらに因果関係の強弱を示してもらった。

こうして作成された図を「認知マップ」という。調査は，調査対象者に個別面談方式で行

われ，22 枚の認知マップを回収した。本研究では，そのうち畑作農家と酪農家それぞれ 7

名により作成された合計 14 枚の認知マップを用いる（3）。 

これらの認知マップから抽出された要素のうち，畑作農家と酪農家の関係に関するもの

を抽出して心理的距離との関係から分類した。具体的には，例えば「運搬距離」に類似す

るキーワードが入っている場合には空間的距離に，畑作農家や酪農家に対しての「つきあ
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い」，「知り合い」等，人的ネットワークに関するキーワードが入っている場合には社会的

距離に分類した。そして，各心理的距離に関する要素の出現数や出現割合を畑作農家と酪

農家で比較した。なお本研究では，認知マッピングで得た情報のうち，要素間の関係性を

表す矢印や因果関係の強弱のデータは使用せず，要素数のみを用いて分析を行った。 

 

３．分析結果 

 

認知マップでは，畑作農家 7 名で合計 160，酪農家 7 名で合計 176 の要素が挙げられた

（第 2 表）。このうち畑作農家と酪農家に関する要素は，酪農家が 5 個（全要素の 2.8%）

に対し，畑作農家では 22 個（全要素の 13.8%）であり，フィッシャーの正確確率検定の結

果，1%水準で有意な差が見られた（p=0.0002）。ある要素の出現は，調査対象者が対象と

なる事象の想起しやすさと捉えることができ，当人の対象事象に対する関心の有無を表す。

したがって，畑作農家と酪農家の間の関係について多数の要素が挙げられれば，それだけ

関心があると解釈できる。 

次に，心理的距離について種類ごとに見てみると，物理的な距離を表す空間的距離につ

いての要素が畑作農家，酪農家どちらからも挙げられており，両者ともそれなりの関心を

持っていることがわかる。個人的な信頼感の度合いを表す社会的距離については，酪農家

からは二つの要素が挙げられただけなのに対し，畑作農家からは 12 個が挙げられ，1%水

準で有意な差が見られた（p=0.0046）。したがって，酪農家よりも畑作農家の方が，相手の

信頼感に関心を持っていることが窺える。さらに経験済みか未経験なのかを表す仮想的距

離（4）に関する要素も，畑作農家だけから挙げられているが，これらはいずれも消化液を使

用していない畑作農家によるものである。なお，時間的距離に関する要素は酪農家，畑作

農家双方から全く挙げられなかった。 

 

第２表 酪農家と畑作農家の関係に関する要素数 

心理的距離 要素数 割合 要素数 割合
空間的距離 6 3.8% 3 1.7%
時間的距離 0 0.0% 0 0.0%
社会的距離 12 7.5% 2 1.1%
仮想的距離 4 2.5% 0 0.0%
小計 22 13.8% 5 2.8%

それ以外の要素 138 86.3% 171 97.2%
合計 160 100.0% 176 100.0%

畑作農家 酪農家

畑作農家と酪
農家の関係に
関する要素

 

 

 

さらに，それぞれの要素の具体的内容を見たものが第 3 表である。ここでは，社会的距

離を能力・配慮といった個人的資質に関する要素と，ネットワークやソーシャル・キャピ
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タル（SC）（5）といった個人間のつながりに関する要素に分けてその内容と数を示している。

これを見ると，社会的距離のうち能力・配慮に関しては，畑作農家から「酪農家の能力・

人間性」や「畑作と酪農の考え方の違い・価値観」といった要素が出されており，畑作農

家は酪農家に対して関心を抱いている一方で，酪農家からはそのような要素は出されてお

らず，畑作農家と酪農家で関心分野が異なることがわかる。さらにネットワークや SC に

関する要素については，畑作農家からは「畜産との交流」や「プラントオーナーとの付き

合いがない」といった酪農家への関心だけでなく，「受け取り農家同士の交流」や「模範農

家が未利用」といった要素も挙げられており，畑作農家同士の中での消化液利用の動向に

も関心があることがわかる。 

 

第３表 畑作農家と酪農家の関係及び畑作農家同士の関係に関する要素 

心理的距離 内容 具体的項目 畑作農家 酪農家
空間的距離 物理的距離 6 3

運んでいける（遠くまで） 1
移動距離の問題 1
農家間の距離 1
距離（長） 1
移動距離 1
運搬距離 3
身近な人（距離） 1

社会的距離 能力・配慮 3
酪農家の能力・人間性・他農家への気遣い 1
畑作と酪農の考え方の違い・価値観 1
受け取り側の状況 1

ネットワーク・SC 9 2
消化液を受けたい・やりたい人が不明 1
畜産との交流 1
プラントオーナーとの付き合いがない 1
受け取り農家同士の交流 1
模範農家が未利用 1
使っていない人が多い 1
身近に関係者がいれば使うかも 1
知り合い・年代・関わり 1
電話で連絡・個人-個人・知人を通じた関係 1
畑作農家の協力 1
畑作農家の興味 1

仮想的距離 情報取得機会 4
プラントについて知る機会がない 1
消化液を知る機会がない 1
話題にならない（良い話も） 1
（消化液の利用の是非について）使用している人とも話さない 1  
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４．考察 

 

以上の結果を二つの視点から考察する。第 1 に畑作農家と酪農家の関心分野の違いであ

る。上記の結果からは，畑作農家，酪農家ともに消化液の運搬距離，すなわち空間的距離

が大きいことに対して関心を示しているものの，酪農家と畑作農家では，社会的距離に関

する関心に違いがあった。 

畑作農家によって挙げられた「身近に関係者がいれば使うかも」や「知り合い・年代・

関わり」といった要素は，相手をよく知っていることを重視するものであり，また「酪農

家の能力・人間性・他農家への気遣い」や「畑作と酪農の考え方の違い・価値観」は，畑

作農家が酪農家に対して自身への理解を求めていることを示す要素である。このことから，

畑作農家は耕畜連携に際して，消化液の物理的な移動距離のみならず，これまでに消化液

を供給する酪農家との交友関係があるのかや，酪農家が畑作農家の営農や経営の方針を理

解してくれるのかを見て，消化液の受け取りをするかを判断している。しかし，その一方

で，酪農家は単に消化液の物理的な移動距離だけしか考えていない。認知マッピングから

得た情報からは，具体的には消化液の成分が安定しない，散布の時期や時間が畑作農家の

希望どおりにならない等の点が畑作農家から挙げられている（浅井他，2017）。 

このことから，BGP の持続的な運営のために重要な要素である消化液利用に対する酪農

家側の配慮や情報提供が，畑作農家側が求める水準に達していないことが窺え，これらの

点への酪農家の対応に改善が見られないことが，畑作農家による消化液利用の阻害要因に

なっていると考えられる。畑作農家の消化液に対する懸念や不便さに対して，酪農家が真

摯に受け止め対応することで，畑作農家による消化液利用を促進することができ，結果と

して BGP を中心とする耕畜連携が促進する可能性がある。さらに，知人を介した紹介や

酪農家と畑作農家の交流促進等も畑作農家による消化液利用を進める方策の一つとして考

えられる。 

第 2 に畑作農家同士の関係を考察する。分析結果では，畑作農家は酪農家に対する交友

関係や自身への理解度とともに，他の畑作農家の動向にも関心を持っており，模範となる

畑作農家や知人の畑作農家の動向も気にしていることが示されている。このことからは，

自分以外の畑作農家，特に自分が信頼しているリーダー的存在の畑作農家が消化液を利用

すれば，自らも利用するという行動パターンが生じる可能性があることが示される。すな

わち，消化液利用の促進のために，酪農家はリーダー的存在の畑作農家の消化液に対する

懸念や不便さを理解したり，彼らとネットワークを築いたりして，まずリーダー的な畑作

農家の消化液利用を進め，さらにそこから他の畑作農家へ消化液利用を普及させるという

方策が考えられる。 
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５．結論 

 

本研究での分析からは，BGP を中心とした耕畜連携での消化液利用について，酪農家と

畑作農家では関心分野が異なることが示され，また畑作農家は酪農家への関心とともに，

他の畑作農家の消化液利用の動向にも関心があることが明らかになった。この結果から，

BGP を中心とする耕畜連携の促進には，特に畑作農家が消化液利用に対して感じている懸

念や不便さを，酪農家が解消・低減することで畑作農家と関心分野を共有する必要がある

ことが示された。 

バイオガスの普及促進のため，これまでは FIT やバイオガスプラントの建設費用の補助

等，BGP の利用者または所有者である酪農家への補助や支援が手厚く行われてきた。その

一方で，BGP から必然的に発生する消化液の利用に関しては，十分な対策が行われていな

かった。今後さらに BGP を普及促進するためには，消化液の利用促進，すなわち BGP を

中心とする耕畜連携の形成が不可欠で，その耕畜連携の形成には，畑作農家と酪農家の双

方によるより深い関与が必要である。本研究の分析からは，具体的には，酪農家が畑作農

家の消化液ニーズを十分考慮し，畑作農家の間の交流促進や消化液に対する情報提供等を

通じて，まずはリーダー的存在の畑作農家と関心分野を共有し，そこから利用消化液に対

する理解促進を行うことが，BGP を中心とした耕畜連携の形成に有効な策となりうると示

された。 

最後に本研究の限界について触れておく。これについては，認知マップの作成において，

「消化液」について限定して聞いた訳ではない点が挙げられる。要素数や出現割合で見る

と，畑作農家が耕畜連携について頻繁に答えているように見えるが，畑作農家がバイオガ

スに関わる点と言えば，消化液程度である一方，酪農家は畑作農家との関係の他にも考慮

すべき点が多数あるはずで，故に消化液及び畑作農家への関心が相対的に低くなっている

とも言える。このようなことから，本研究はあくまで BGP を中心とした耕畜連携の中で，

消化液に注目した結果という位置づけとなる点は留意いただきたい。 

 

注（1）本章は，林他（2018）を加筆・修正の上，再掲したものである。 

（2）その際，バイアスを排除するため，調査対象者に対して BGP に関する情報提供は一切行わなかった。 

（3）調査対象の酪農家には BGP 所有者 3 名とともに非所有者 4 名が含まれているが，肥育農家や肉牛のみを飼育

している農家は含まれていない。また，畑作農家には消化液使用者 3 名とともに非使用者 4 名が含まれている

が，必ずしも飼料生産農家とは限らず，食用や加工用農産物を生産する畑作農家も含まれている。 

（4）心理的距離では，情報取得機会が多いほど，実現度が高い，すなわち現実的であると考えることから，情報取

得機会が仮想的距離に分類される。 

（5）SC にはさまざまな定義があるが，本研究では，Putnam（2000）に従い，SC を「社会的ネットワーク，及び

そこから生じる互酬性，信頼性の規範」と定義する。 
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第５章 バイオエネルギーの持続可能性指標評価ツールの開発 

 
林 岳 

  森林総合研究所 井上 泰子  

ナイジェリア大学ヌスカ校 ジェームス・C・オボンナ  

 
１．はじめに 

 

 バイオエネルギーは再生可能なエネルギーとして今後ますますの利用拡大が見込まれて

いるが，その原料を地域に賦存するバイオマスに依存するため，その利用の仕方いかんで

は，資源の浪費や非持続可能な形でのバイオエネルギー利用となる可能性がある。そのた

め，それぞれの地域の実情に即した持続可能なバイオエネルギーを導入することが求めら

れる。これまでバイオエネルギーの持続可能性を評価しようとする動きとしては，国際バ

イオエネルギー・パートナーシップ（Global Bioenergy Partnership：GBEP）から国また

は地域レベルで適用可能な持続可能性指標（以下，GBEP 指標）が公表され（1），いくつか

の国で適用されている。その際，過去に導入したりこれから導入しようとするバイオエネ

ルギーの持続可能性評価が必要となるが，持続可能性にはさまざまな側面があり，基本的

には環境，経済，社会の三つの軸で持続可能性を検討することが一般的である。GBEP 指

標においても環境，経済，社会の側面について，それぞれ八つ，合計 24 の指標が提案され

ており，これらを用いて各国または地域の持続可能性を評価することが推奨されている

（GBEP，2011）。 

しかし，このような指標を用いた持続可能性評価では，いくつかの論点が指摘されてい

る。一つは，それぞれの指標の重要度は国ごとまたは地域ごとに大きくことなることであ

る。例えば，水資源が希少な国においては，水を大量に使用してバイオエネルギーの原料

作物を生産することは，持続可能な水利用に影響を与え，バイオエネルギーが持続可能な

発展に貢献しないかもしれないが，比較的降雨に恵まれ，水資源に余裕がある地域では，

持続可能な発展に貢献するということも考えられる。このように，持続可能性を評価する

ための複数の指標を用意しても，それぞれの指標の重要度は大きく異なるのが普通であり，

各国においてどの指標がどれだけ重要なのかを明らかにしなければならない。二つ目の論

点として，さまざまなステークホルダーごとに，持続可能性の指標でもその重要度の評価

が異なる点である。バイオエネルギーは原料生産からエネルギーへの加工，流通，消費と

いったサプライチェーンのほか，政策分野でも多くのステークホルダーが関与しており，

それぞれのステークホルダーごとに考えている持続可能性のイメージも異なるのが通常で

ある。そのため，持続可能性指標による評価でもステークホルダーごとに異なる視点や認

識を持っているはずである。前述の GBEP 指標も，あくまで各国で共通の指標であり，



－58－ 
 

GBEP 指標を適用する際も，これをそのまま適用するのではなく，それぞれの国や地域に

おける特有の事情やデータの利用可能性を十分に考慮した上で，GBEP 指標に一定の修正

や改変を行うことが望まれる。 

以上の論点を踏まえると，バイオエネルギーの持続可能性評価には，それぞれの国ごと

にステークホルダーの意見を踏まえた，指標の重要度のウェイト付けが必要ということに

なる。つまり，バイオエネルギーの普及導入には，どのようなバイオエネルギーがどのよ

うな側面でどのくらい持続可能な発展の実現に貢献するのかを，それぞれの地域の実情に

合わせた形で評価する必要がある。上記のような持続可能性指標のウェイト付けを行うこ

とによって，ステークホルダーが考える指標の重要度を数値化して定量的に評価すること

ができる。 

そこで本稿では，農林水産政策研究所（政策研）が国際再生可能エネルギー機関（IRENA）

及び国際農林業研究センター（JIRCAS）と共同で開発した GBEP 指標を元にした持続可

能性評価ツールについて紹介し，ガーナとナイジェリアにおけるバイオエネルギーの導入

を事例に，ステークホルダーの意見を踏まえたウェイト付けを行った結果を報告する。 

 

２．IRENA でのプロジェクトと評価ツール開発の経緯（2） 

 

（１）IRENA「バイオマス残渣のエネルギーとしての付加価値化プロジェクト（Valo-

BRES）」 

 アフリカでは，農産物加工部門の規模が非常に大きく，大量の農産廃棄物が発生してい

る。これらの廃棄物は，次世代バイオ燃料，電力，熱等さまざまな形でエネルギー源とし

て利用可能である。一方で，アフリカの国々では慢性的な電力不足に悩まされており，産

業界では独自にディーゼル発電機を導入したり，小規模な地域電力供給システムに電力供

給を頼ったりしている状況である。このように，アフリカ諸国では，農産廃棄物からのエ

ネルギー供給には明らかに大きな潜在的能力があるものの，政策的なインセンティブがな

いことや，農産廃棄物の潜在的価値に気づいていないこと等もあり，これまで商業的に実

施されているプロジェクトはほとんど見られない。これらのエネルギー供給の課題を克服

し，環境と経済に便益をもたらす革新的な方法の一つに，農産廃棄物をエネルギー源とし

て利用することで農産物を高付加価値化し，農産加工物のバリューチェーンを最大化する

ことがある。 

このような背景から，IRENA ではアフリカ諸国を対象として「バイオマス残渣のエネ

ルギーとしての付加価値化（Valorisation of Biomass Residues as an Energy Source 

（Valo-BRES）」というプロジェクトを実施してきた。このプロジェクトは，日本政府の支

援のもと，アフリカにおける上記のような状況を改善するため，以下の 3 点を目的として

行われている。 

（1）技術的・経済的に最善の方策を導くため，コスト情報等各農産廃棄物種に応じた

バイオエネルギー変換技術選択肢を提供 
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（2）持続可能な農産廃棄物のエネルギー利用に向けた投資を誘発するために，国レベ

ルでの技術選択肢の包括的評価を通じた国レベルの政策的支援・インセンティブの枠

組みを構築 

（3）現場レベルでのさまざまなプラントの詳細な調査・分析を通じた，バイオエネル

ギー生産事業者レベルでの投資機会の特定化 

プロジェクトは，第 1 図のような 4 段階の枠組みになっている。ここにあるとおり，第

1 段階では，各地域の地域情報を収集することである。これには人口や経済規模といった

基礎情報のほか，エネルギー価格，バイオマスの価格，バイオマスの供給量・需要量とい

った情報も収集される。第 2 段階はバイオマスの変換技術に関する情報の収集である。具

体的にはエネルギーへの変換効率や生産コスト等のほか，温室効果ガス（GHG）排出量や

大気汚染物質（SO2，NOx，PM 等）排出量等環境への影響も含まれる。第 3 段階として

は，インパクト評価である。この段階では，国または地域単位での GHG，SO2，NOx，PM

等の排出量といった環境への影響，雇用，エネルギーアクセス，健康への影響等社会的な

影響，そして所得機会といった経済的影響の 3 側面で，バイオエネルギーを利用すること

による持続可能性が国または地域単位で評価される。最後の第 4 段階として，第 3 段階で

の結果を踏まえ，どの地域で，どのようなバイオマスを使って，どのような種類のバイオ

エネルギーに変換すべきなのかについて，目的に応じた最適な選択肢が決定するという仕

組みである。 

 

 

第１図 IRENA Valo-BRES のフレームワーク 

資料：IRENA 内部資料をもとに著者作成。 
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IRENA では，上記のプロジェクトにおける目的達成のため，途上国におけるバイオエ

ネルギー導入支援に向け，それぞれの国おいてどのようなバイオマスを原料として，どの

ような変換技術を用いて，どの種類のバイオエネルギーを生産するのが経済面，環境面，

社会面から総合的に判断して最も適切なのかの情報を提供できるツールを開発することを

計画していた。しかしながら，IRENA にはいまだ学術的な知見や研究蓄積が少ないため，

国連食糧農業機関（FAO）等，ほかの国際機関，各国の大学や研究機関にツール開発の協

力を依頼した。その一環で政策研にもバイオマス賦存量を評価する資源量評価ツールとバ

イオエネルギーの持続可能性評価ツールの開発への協力要請があった。また，日本国内で

は， JIRCAS に対しても，途上国におけるデータ収集等の面で IRENA 側からの協力要請

があり，IRENAと JIRCASそして政策研の 3組織が共同で開発作業を行うこととなった。 

 

（２）政策研に求められた役割 

IRENA から政策研へ依頼があった事項は大きく分けて二つある。第 1 に，資源量評価

ツールの検証である。2013 年に IRENA は，9 種類のバイオマス（エネルギー作物，収穫

残渣，加工残渣，畜産廃棄物，都市廃棄物，薪，木材伐採残渣，木材加工残渣，木質系廃

棄物）について，現在及び 2030 年における資源量を評価した（IRENA，2014）。資源量

の評価にあたっては，2030 年における，食料需要，単収，エネルギー需要，農産物生産適

地図，農産物残渣発生係数を主要な入力データとして，「農地は食料生産に優先的に利用さ

れ，食料生産後の余剰農地においてのみエネルギー作物が生産される」という仮定のもと

試算を行った。しかしながら，この評価の問題点は，主要変数の多くを FAO 食料需給見通

し，Global Agro-Ecological Zone（G-AEZ）等外部のデータベースに依存していることで

あり，それぞれの手法が持つ仮定・前提条件を IRENA 独自の用途に応じて変更すること

ができない点である（4）。この点の改善のため，IRENA では，FAO が開発した G-AEZ の

データを使いつつ，新たに IRENA 独自で GIS を導入し，対象作物の追加・変更，環境保

全地域の設定といった各種前提条件の変更が可能な資源量評価手法を構築する計画である。

その一部の開発作業について，政策研に協力依頼があった。 

第 2 の依頼事項は，資源・技術選択支援ツールの開発である。IRENA では地域の再生

可能エネルギーの資源評価から技術の選定，プロジェクトの構築，バイオマスの提供者と

のマッチングや実施プロセスの流れを一体的に支援するツール（ガイドライン，チェック

リスト等の集合体）である「プロジェクト・ナビゲータ」を構築している。これまでに風

力発電に関する作業を進めてきたが，現在，バイオエネルギーに関する作業を行っている

ところであり，このバイオエネルギーの「プロジェクト・ナビゲータ」の中心となる資源

及び技術の選択を支援するツールを開発することが求められていた。この「資源・技術選

択支援ツール」は，大きく分けて二つの要素から構成される。第 1 に農業生産，農地面積，

気象条件，人口，GDP，エネルギー統計等の基礎統計及び，現地での聞き取り調査の結果

を組み合わせることで，利用可能なバイオマス資源量を推計する部分である（第 1 図）。第
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2 に，地域に存在する多様なバイオマス資源のうち，利用可能なバイオマスの種類とエネ

ルギー利用技術の組み合わせごとに，経済・環境・社会といった持続可能性の観点から地

域に与えるインパクトを定量的に評価し指標化することで，最適な技術の組み合わせの選

択を支援するための情報を提供する持続可能性評価ツールである。本稿で触れるのは，こ

のうちの後者の持続可能性評価ツールの部分であり，これは，（1）ツール自体の開発，（2）

開発したツールのガーナ及びナイジェリアにおける試行的適用の二つの小課題がある。 

政策研では，IRENA 側からの要請に応える形で，これらの課題を遂行した。その結果の

うち，一部は政策研の新たな価値プロジェクト研究資料（農林水産政策研究所，2016）の

中にとりまとめたが，本稿では農林水産政策研究所（2016）に掲載された内容も含め，改

めて全体を紹介する。 

 

 

第２図 IRENA からの依頼事項と本章の関係 

 

３．持続可能性評価ツールの概要 

 

（１）評価フレームワーク 

持続可能性評価ツールでは，IRENA が選択した 11 の持続可能性指標による評価結果を

統合化し，最終的にどのような原料をどのようなバイオエネルギーに変換するのが最も持

続可能なのかをスコア化して評価し，最適な資源・技術の選択を明らかにする。 

IRENA 側では，FAO の BEFS-RA というバイオエネルギーに関するデータベースを活

用したいという意向があり，これに対応するため，BEFS-RA にある 3 種類の原料

（Agricultural residue，Energy crops，Wood resources）を七つの技術（Charcoal，

Briquette，Biogas，Gasification，Vegetable oil，Combustion，Liquid Fuel）で変換す

る場合を想定してモデルを構築する（第 3 図）。この場合，想定される原料と技術の組み合

わせは農産廃棄物が 6 技術，資源作物が 1 技術，木質資源が 4 技術の合計 11 通りの組み

合わせがあり，この 11 通りの組み合わせに対してスコア付けするツールとなる。 

 

①FAOのG-AEZデータベースの 精度検証

（１）資源量評価ツール

IRENAからの
依頼

①ツール自体の開発

（２）資源・技術選択
　　 支援ツールの開発

②ガーナ・ナイジェリアにおける試行的適用     

　②詳細データと簡易データの精度誤差の検証

本章で解説

A バイオマス資源量の

推計ツール

B 持続可能性の評価

ツール
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第３図 持続可能性評価ツールのイメージ 

 

①適用可能な指標の抽出 

IRENA により，評価に適用する 13 指標が取り上げられているので，各原料・変換技

術の持続可能性をこれら 13 指標で評価する。 

②評価結果の標準化 

①で算出された評価値は指標ごとに全く異なる単位の数値で表されているので，これ

ら数値を指標化して，一定の範囲内（0～１）の値に変換する。 

③ウェイト付け 

①で算出した指標にウェイトを付ける。ステークホルダーにそれぞれの指標の重要性

を示したウェイト付けをしてもらう。 

④原料，技術，燃料ごとの選択肢の評価 

標準化された評価結果とウェイトを乗じ，原料，技術，燃料のカテゴリーごとのそれ

ぞれ選択肢のウェイト付け標準化スコアを推計する。 

⑤最終スコアの推計 

原料と技術の 11 通りの組み合わせについて，ウェイト付け標準化スコアを乗じて組

み合わせごとの最終スコアを推計する。 

算出された結果を用いて原料×技術の組み合わせに対して順位付けができる仕組みであ

る。 

 

バイオマス原料３種類×変換技術7種類

BEFS‐RAからの情報

11タイプの組合せを抽出

IRENAが選択した13の指標で定量評価

結果数値の標準化（０～１）

ウェイトづけ

ステークホルダーに各原料、各技術の

ウェイトづけをしてもらう

（１～９の絶対評価）

原料×技術の11タイプについて

最終スコアを計算
（1～11位を決定）
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（２）持続可能性評価へのウェイト付け 

本研究では，持続可能性指標のウェイトの算出に，多基準分析（MCA）という手法を用

いる。MCA は多様な代替的行動を評価する手法で，幅広いステークホルダーの意見を反

映し，多角的な視点からの評価ができるのが特徴である。この手法は，（1）定量データ，

定性データ双方を含む多様なデータセットを取り扱うことができること，（2）共同的計画

や意思決定環境の構築に利用しやすいこと，（3）理論的技術的に強固な背景を持ちつつも

その仕組みは簡素で直感的であること等から，基準や指標を構築するのにふさわしい手法

と認められている（Mendoza and Prabhu，2003）。さらには，バイオエネルギー供給シス

テムが，原料や製造技術の選択，流通手段，エネルギー種等多くの複雑性と利害関係者を

有することから，MCA はバイオエネルギーに関する意思決定のための重要な要素を分析

するのに最も適した手法であるとも指摘されている（Buchholz et al.，2009）。これらのこ

とから，本研究では，MCA が GBEP 指標に基づく評価に最も適切かつ有効な手法の一つ

であると考える。 

MCA をバイオエネルギー分野の持続可能性に適用した研究事例はこれまでに数多く存

在し，Scott et al.（2012）と Huang et al.（2011）がバイオエネルギー及び再生可能エネ

ルギーへの MCA 適用研究事例をレビューしている。既存研究の中では，複数のステーク

ホルダーの関与を取り扱ったり（Buchholz et al.，2009，Elghali et al.，2007，Turksim 

et al.，2011），一部は最も持続可能で最適なバイオエネルギーの選択肢，若しくは少なく

とも最悪の選択肢を抽出するために（Turksim，et al.，2011，Sultana and Kumar，2012），

また一部は指標間の相互関係を解明するために MCA を適用している（Mendoza and 

Prabhu，2003）。このように，MCA はこれまでもバイオエネルギーの事例に幅広く適用

されていることから，本研究で開発するツールでもこの手法を適用する。 

さらに，MCA にはそれぞれの選択肢で一対比較を行う階層分析法（AHP）その発展型

であるネットワーク分析法（ANP），選択肢を絶対評価する加重加算方式（WSM）等，い

くつかの具体的手法がある。これらの具体的手法の中では，AHP や ANP 等，より正確な

評価ができる複雑な手法が適用されることが多いが，WSM の利点は最も簡単な方法で手

法の適用に高度な知識を必要としない点や，回答するステークホルダーにとっても，一対

比較を行う AHP ほど回答に負担がかからない点等が挙げられる。そのため，MCA に精通

していない者でも比較的容易に理解が可能なので，WSM を基本としたツールとすること

で，専門家だけでなく，政策担当者等にも活用の幅が広がると考えられる。そこで，本研

究では，これら MCA の手法のうち，WSM を用い，WSM を基本とした持続可能性評価ツ

ールのフレームワークを構築することにした。ただし，適用する国の状況や評価する指標

の数に応じて，適用する具体的手法については，適宜変更できるようにする。 
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４．ガーナへの適用 

 

（１）はじめに 

本節では，前節までに紹介した持続可能性評価ツールをガーナにおいて試行的適用した

結果を報告する。IRENA では JIRCAS の協力のもと，西アフリカ 4 か国（ナイジェリア，

カメルーン，セネガル，ガーナ）を対象とした試行的適用を検討していたが，この中でガ

ーナのみを対象としたのは，以下の 4 点の理由による。第 1 に，ガーナではほかの対象国

に比べても農産加工業が盛んであり，農産廃棄物の発生量が多く，バイオエネルギーへの

利用可能性も高いことである。第 2 に，調査実施予定時期の 2015 年頃に西アフリカ諸国

でエボラ出血熱が発生し，ガーナ以外の対象国では現地調査が困難になったためである。

第 3 に，JIRCAS のアフリカ連絡拠点がガーナの首都アクラにあり，現地情報を収集しや

すい環境にあったことである。さらに，第 4 の理由として，現地の公用語が英語であり，

質問票の現地語への翻訳や現地調査時の通訳雇用が不要であったことである。 

 

（２）ガーナの概要とバイオエネルギーの利用状況 

ガーナは西アフリカに位置する人口約 2600 万人，面積 23 万 9000km2 の国である。主

要農産物はチョコレートの原料となるカカオである。ガーナにおけるエネルギー状況につ

いて，ガーナでは現在電化率はおよそ 70%で農村部を中心にいまだ系統電力が整備されて

いない地域が残っている。特に人口密度が低い北部の農村地帯においては，電化率が低く，

この地域の電化率は 35%程度に留まっている（国際協力機構ガーナ事務所，2012）。この

ため，ガーナ政府は，2020 年までに電化率を 100％とする政策目標を掲げ，また総発電量

の 10％を再生可能エネルギーで担うことを目標としている。これらの目標のもと，2011 

年 11 月には「再生可能エネルギー法」が可決され，再生可能エネルギーに関する各種規

制や規範作りを行っているところである。また，地術的な側面では，各国の支援のもとで

大規模な太陽光発電や風力発電及び小水力発電の整備が行われている。バイオマスについ

ては，ガーナの 1 次エネルギー供給に占める伝統的エネルギー（3）の割合は約 70%であり，

一方で最終エネルギー消費に占める電力の割合は 6％に満たない（国際協力機構ガーナ事

務所，2012）。ガーナには熱帯雨林地帯もあり，平均気温が高い等，気候的条件も良好な条

件であることから，国内の木材資源のエネルギーとしての潜在的能力は非常に高い。しか

しながら，これら伝統的バイオエネルギーの利用は，室内煤煙による健康問題やバイオマ

スの収集にかかる女性・児童労働の問題等の各種社会問題をもたらしているほか，特に木

質系バイオエネルギーは森林破壊を引き起こしており，持続可能なバイオマス資源の利用

が特に重要な課題となっている。国際協力機構ガーナ事務所（2012）によると，ガーナに

おける近代的バイオエネルギーの導入に関しては，木材加工残渣や籾殻からの発電，ヒマ

ワリ油のディーゼル発電機での使用が検討されているが，いずれも実験・計画段階であり，

実用化には至っていない。 

 



－65－ 
 

（３）持続可能性ツールの改良 

ガーナでの試行的適用に際して，持続可能性評価ツールはガーナのバイオエネルギー利

用の実情に応じて改変されている。具体的には，まず指標を当初の 11 指標から，ガーナで

のデータ収集可能性や将来のバイオエネルギー導入政策等を鑑み，エネルギーアクセス，

雇用，費用，GHG 排出量の 4 指標に絞った。前節で解説したとおり，ウェイト付けを行

う MCA には階層分析法（AHP），加重加算方式（WSM）いくつかの具体的手法がある。

このうち AHP は，指標同士を 1 対 1 で比較し，優劣の度合いを評価してもらう手法であ

る。AHP は一対比較を行うことから，それぞれの指標で正確な優劣評価ができるという利

点がある反面，指標数が多いと評価の回数が増加し，回答者に負担がかかるという欠点が

ある。今回のガーナへの適用では，指標数が当初の 13 指標から 4 指標に大幅に削減され

たことから，回答者の負担が軽減されたことから，AHP の適用が可能となった。そのため，

ガーナでは WSM ではなく AHP を採用して指標のウェイト付けを行った。 

 

エネルギー
アクセス

雇用 コスト
GHG
排出

バイオマス発電
（直接燃焼）

バイオマス発電
（ガス化）

液体燃料 CHP

最適なバイオエネルギーを選択

 

第４図 バイオエネルギー選択の階層構造 

 

次に，バイオエネルギーについては，これも現地のバイオエネルギー利用状況を鑑み，

直接燃焼バイオマス発電，ガス化バイオマス発電，液体燃料，電熱併給（CHP）の 4 タイ

プを設定し，階層構造を第 4 図のとおりとした。 

本研究における試行的評価では，ガーナにおけるバイオエネルギーの導入について，ス

テークホルダーとしてバイオエネルギー関係者に質問票を配布し，各指標のウェイトを回

答してもらっている。質問票の配布地域とその生態的特徴については，第 5 図に示したと

おりである。質問票の配布は沿岸部地域から内陸地域にわたる 5 地域で実施され，それぞ

れが生態的特徴により分類される。また，ステークホルダーとしての具体的なバイオエネ

ルギー関係者とは，国家政策担当者，地方政府政策担当者，研究者・専門家，工場経営者・

管理者，原料供給・流通業者，原料製造者・農家，その他の 7 種を想定した。 

ウェイトの推計に必要なステークホルダーへの一対比較評価のためのアンケートは，

IRENA が現地のコンサルタントに依頼し，第 1 表のとおり五つの生態ゾーンで合計 65 人

のステークホルダーに質問票を配布し，回答してもらった。 

配布した質問票には，回答者がどのような属性のステークホルダーかを回答してもらっ
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た後，それぞれの指標間の重要性を一対比較で回答してもらった。一対比較は第 5 図のと

おり，例えばエネルギーアクセスと雇用の指標の間で「絶対的にエネルギーアクセスが重

要」から「どちらも同程度」，さらに「絶対的に費用が重要」までを 9 段階の中から選択肢

を回答してもらう方式を採った。さらに，バイオエネルギー種についても，各指標の観点

からみて，あるバイオエネルギーともう一つのバイオエネルギーはどちらがどれだけ重要

かを尋ねた。例えば「エネルギーアクセスの観点から見て，バイオマス発電と固形バイオ

マスはどちらがどの程度重要か」を質問し，指標間一対比較と同様の 9 段階で回答しても

らった。 

 

第１表 質問票配布地域の概要 

生態地域
地域の

生態的特徴
主要産物

バイオエネルギー原料
として見込まれるもの

代表都市
サン
プル
概数

沿岸サバナ
地帯

沿岸地域 漁業 とうもろこし葉茎 アクラ 5

熱帯雨林地帯
森林，
プランテーション

カカオ（ココア）
木材加工残渣（枝葉），キャッサ
バ皮，とうもろこし葉茎，パーム
残渣

タコラディ 2

落葉樹林地帯
森林，
プランテーション

カカオ（ココア）
木材加工残渣（枝葉），キャッサ
バ皮，とうもろこし葉茎，パーム
残渣

クマシ 32

遷移地帯
落葉樹林から
サバナへの遷移地帯

カカオ（ココア），
キャッサバ

キャッサバ皮，とうもろこし葉茎 スニャーニ 10

ギニアサバナ
地帯

サバナ
トウモロコシ，ソルガム，
キビ，塊茎（ホドイモ），
ササゲ

ソルガム茎，キビ茎，とうもろこ
し葉茎

タマレ 16

合計 65
 

 

 

 

第５図 一対比較の質問例 

  

2. Please select which of these two factors is more important, 
and how the factor is important than the other.
2-2 Of the two criteria “Energy access” and “Cost”, which is more important
with respect to sustainable bioenergy and how much more?

Energy
access

Cost

EqualWeakIntermediateStrongAbsolute Weak Intermediate Strong Absolute
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今回の質問票では，四つ指標と四つのバイオエネルギー種があるので，指標の一対比較

で 6 回（＝4×3÷2），指標ごとのバイオエネルギー種同士の一対比較が 6 回×4 指標の 24

回，合計 30 回の一対比較を回答者にしてもらったことになる。回答者にとってはかなり

の負担かもしれないが，木下（2000）によると，AHP では最大で 7 要素までが望ましい

としており，本研究における 4 指標，4 バイオエネルギー種での AHP 適用は問題ないも

のと考えている。 

 AHP ではステークホルダーに回答してもらった各指標の重要比較結果を数値化する。

上記第 5 図の例で示すと，一対比較の「どちらも等しく重要（Equal）」の回答を 1，「エネ

ルギーアクセスが若干重要（Weak）」という回答を 2 とし，順に「ほどほど重要

（Intermediate）」を 3，「かなり重要（Strong）」を 4，「非常に重要（Absolute）」を 5 と

する。逆にコストのほうがより重要とした回答は上記の逆数として，「コストが若干重要

（Weak）」から「非常に重要（Absolute）」までを順に 1/2，1/3，1/4，1/5 とする（第 6 図）。 

 

 

 
第６図 回答の数量化 

 

 

これと同様にほかのすべての一対比較の回答結果も数量化し，これを第 2 表のような表

形式に表して各列の数値の和を計算する。この表では a12 から a34 までの六つの数値を上

記第 6 図から転載し，その逆数を対角要素に入力するだけでよい。続いて，計算された列

和で各数値を除して比率を計算する。これにより，各指標の相対化が行われ，算出した数

値の列和は 1 となる（第 3 表）。そして，この第 3 表の数値の行ごとの平均がそれぞれの

指標のウェイトとなる。 

このようなウェイトの算出方法は最も簡便な方法であり，ほかにも AHP によるウェイ

トの算出方法はいくつか存在する。今回最も簡便な方法を採用したのは，WSM と同様，

IRENA スタッフや現地の政策担当者でも利用できるように，なるべく高度な専門的知識

を必要としない手法となることを心がけたためである。 

  

Energy
access

Cost

EqualWeakIntermediateStrongAbsolute Weak Intermediate Strong Absolute

5 4 3 2 1 1/51/41/31/2
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第２表 回答数値の行列化と列和の算出 

Energy
access

Labour
opportunity

Cost
GHG

emission

 Energy access 1 a 12 a 13 a 14

 Labour opportunity 1/a 12 1 a 23 a 24

Cost 1/a 13 1/a 23 1 a 34

 GHG emission 1/a 14 1/a 24 1/a 34 1

列和 Σa 1 Σa 2 Σa 3 Σa 4

質
問

票
の

右
側

の
項

目

質問票の左側の項目

 
資料：木下（2000）をもとに著者作成。 

 

 

第３表 回答数値の相対化 

Energy
access

Labour
opportunity

Cost
GHG

emission
ウェイト

（＝行平均）
 Energy access 1/Σa 1 （ 1/a 12） /Σa 2 （ 1/a 13） /Σa 3 （ 1/a 14） /Σa 4 w e

 Labour opportunity a 12 /Σa 1 1/Σa 2 （ 1/a 23） /Σa 3 （ 1/a 24） /Σa 4 w l

Cost a 13 /Σa 1 a 23 /Σa 2 1/Σa 3 （ 1/a 34） /Σa 4 w c

 GHG emission a 14 /Σa 1 a 24 /Σa 2 a 34 /Σa 3 1/Σa 4 w g

列和 1.00 1.00 1.00 1.00

    w e={1/Σa 1 +(1/a 12 )/Σa 2 +(1/a 13 )/Σa 3 +(1/a 14 )/Σa 4 }/4

    w l ={a 12 /Σa 1 +1/Σa 2 +(1/a 23 )/Σa 3 +(1/a 24 )/Σa 4 }/4

    w c={a 13 /Σa 1 +a 23 /Σa 2 +1/Σa 3 +(1/a 34 )/Σa 4 }/4

    w g ={a 14 /Σa 1 +a 24 /Σa 2 +a 34 /Σa 3 +1/Σa 4 }/4

資料：木下（2000）をもとに著者作成。 

 

同様の計算方法で，エネルギーアクセス，雇用，コスト，GHG 排出のそれぞれの観点か

ら見たバイオエネルギー種 4 種のウェイト w1～w4 を導出する。そして最終的なウェイト

W，すなわち統合されたスコアは，以下の行列式で表される。 

 

    
ここで，添え字の 1～4 は各バイオエネルギー種を，添え字の e，l，c，g はそれぞれエ

ネルギーアクセス，雇用，コスト，GHG 排出の観点から見ていることを示す。これによ

り，それぞれの指標の観点から見た各種バイオエネルギーのウェイトと，指標自体のウェ

イトの双方を考慮したスコア付けが可能となり，スコアを見ることでどのバイオエネルギ

ー種が最も望ましいかを判断することができる。 

W ൌ ൮

𝑤ଵ௘ 𝑤ଵ௟ 𝑤ଵ௖ 𝑤ଵ௚
𝑤ଶ௘ 𝑤ଶ௟ 𝑤ଶ௖ 𝑤ଶ௚
𝑤ଷ௘ 𝑤ଷ௟ 𝑤ଷ௖ 𝑤ଷ௚
𝑤ସ௘ 𝑤ସ௟ 𝑤ସ௖ 𝑤ସ௚

൲൮

𝑤௟
𝑤௘
𝑤௖
𝑤௚

൲ 
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（４）結果と考察 

 はじめに，第 4 表には各持続可能性指標に対するウェイトの推計結果を示している。こ

れを見ると，エネルギーアクセスが最もウェイトが高く，続いて雇用機会，経済性，GHG

排出の順になっている。このことから，ガーナでは，バイオエネルギーの持続可能性の実

現に際しては，エネルギーアクセスが最も重視されていることがわかる。 

 

第４表 各持続可能性指標に対するウェイト 

指標ウェイト
エネルギーアクセス 0.438

雇用機会 0.276
経済性 0.186

GHG排出 0.101  

 

 次に，各バイオエネルギー種による各持続可能性指標の項目への貢献度に関するウェイ

トの推計結果が第 5 表に示されている。これを見ると，全般的に高い貢献度であると評価

されているのは，液体燃料である。直接燃焼発電については，エネルギーアクセスへの貢

献度は高く評価されているものの，それ以外の評価はあまり高くない。また，CHP やガス

化発電については，相対的に評価が低くなっている。このことから，ガーナのバイオエネ

ルギーのステークホルダーの間では，液体燃料の評価が高いことが窺える。 

 

第５表 各バイオエネルギー種の持続可能性への貢献度 

エネルギー
アクセス

雇用創出 経済性 GHG排出

直接燃焼発電 0.400 0.243 0.240 0.157
ガス化発電 0.165 0.206 0.208 0.292
液体燃料 0.295 0.351 0.353 0.375

CHP 0.140 0.200 0.199 0.176

 
 

最後に，第 4 表と第 5 表の結果を行列式にて乗じることで算出される総合的な貢献度は，

第 6 表に掲げた。これを見ると，各指標の重要度とそれぞれの指標が評価する持続可能性

の各側面への貢献度を踏まえた総合的なウェイトでも液体燃料が最も高い評価を得ており，

続いて直接燃焼発電，ガス化発電，CHP の順になっている。この結果から示唆されること

は，ガーナのバイオエネルギーのステークホルダーからは，持続可能なバイオエネルギー

を導入しようとする際には，液体燃料が最も有望であると評価されていることがわかる。

一方で，ガス化発電や CHP については，あまり評価されていない。これは，ステークホ

ルダーによる評価では，これらのバイオエネルギーによる持続可能性への貢献が大きくな

いとの判断とも言えるが，一方で，これらの技術は，いまだガーナでは導入事例が多くな
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く，バイオエネルギーのステークホルダーであっても，これらのバイオエネルギーについ

て精通していないためとも考えられる。このような結果が得られた背景については，現地

のバイオエネルギーの導入状況等を鑑み，慎重に分析する必要がある。 

 

第６表 各エネルギー種の持続可能性への貢献度（総合） 

総合ウェイト
直接燃焼発電 0.303
ガス化発電 0.197
液体燃料 0.329

CHP 0.171

 
（５）まとめ 

 本節では，持続可能性評価ツールをガーナにおいて試行的適用した結果を紹介してきた。

ガーナへの試行的適用によって，ツールとしての有効性を確認するとともに，ガーナでは，

持続可能なバイオエネルギーとして，液体燃料が最も有望であると評価されていることが

示された。このような形で持続可能性の評価に各国の事情を考慮して指標を選択したり，

ステークホルダーの考えを反映したりすることで，それぞれの地域の実情に応じたバイオ

エネルギーの評価が可能となる。 

 ガーナにおける試行的適用の課題としては，持続可能性指標のウェイト付けに持ち至れ

たステークホルダーへのアンケートの回答数が 65 と少なく，統計的な解析を行うまでに

は至らない点である。そのため，次節で紹介するナイジェリアにおける試行的適用におい

ては，ガーナの事例よりも大幅にサンプル数を増加させることにした。 

 

５．ナイジェリアへの適用 

  

（１）ナイジェリアのバイオエネルギーの利用状況（5） 

ナイジェリアはアフリカで最大の人口を誇る国で，人口 1 億 8 千万人のうち，80％超が

40 歳未満という若齢社会である。国土の北部から南部にかけてあらゆる植生を誇ってお

り，豊かな自然が広がる国であるとともに，石油の埋蔵も確認されている。ただその埋蔵

量は多くなく，40 年もすれば枯渇すると言われている。 

アフリカ諸国においてエネルギー安全保障と食料安全保障の問題は大変重要な課題で

ある。ナイジェリアでも農村地域は貧しい上，失業率も高く，農業に対する政府からの助

成はなく，儲かる仕事ではない。信頼できる統計がないことや汚職の問題もあり，ナイジ

ェリアでは政府が行う様々なインセンティブ施策も上手く機能していない。食料安全保障

を達成するためには，十分な収入，雇用の創出，また，安定した市場も必要である。 

そこで，食料安全保障達成のためにバイオエネルギーを活用することが想定されている。

バイオエネルギー生産によって作物需要が創出され，農産物価格そして収益性も上がる。

それが農業への投資を呼び込み，それにより耕作面積の拡大や生産量の増加にもつながり，
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食料の利用可能性が高まることになる。さらに，バイオエネルギーによって新たな雇用が

創出され，購買力も上がることで食料の購買力も高まり，飢餓の減少につながるはずであ

る。 

このようなナイジェリアの状況から，バイオエネルギーには大きな期待が寄せられてい

る。そのためには，バイオエタノール生産技術の開発が必要である。技術開発には産学連

携が必要となるが，最大の問題は産業基盤がないことで，基本的な技術の開発・導入のほ

かに，人材育成やインフラの整備も重要な課題である。 

ナイジェリアにおいてバイオエネルギーは，エネルギー安全保障にとって最も実行可能

で，かつ持続可能な選択肢となっている。ナイジェリアに限らず，多くのアフリカ諸国は，

未利用の広大な土地，若く安い労働力があるので，バイオエネルギー生産に比較優位を有

していると考えられる。 

ナイジェリアのバイオエネルギー消費を見ると，その半分以上が薪炭である。しかし，

薪炭は低効率で大気汚染も多く，利用者の呼吸器系の問題も深刻で，森林破壊の原因にも

なっている。バイオガスは高い潜在性があるが，発生する廃棄物の大部分が分別されてお

らず，原料となるバイオマスのみを収集することができないため，現在大規模には行われ

てない。バイオディーゼル（BDF）は大きな市場があるが，現在はすべて輸入に依存して

いる。BDF の原材料としてパーム油，落花生油，大豆油があるが，高価なので原料として

使用できない状況である。また，非食用のジェトロファからの BDF 生産があるが，パイ

ロット農場が一つあるのみである。栽培しやすい微細藻類からの BDF 生産はかなり有望

だが，まだ商業化には至っていない。 

バイオエタノールについては，石油に混ぜて使用するものも含め，無水エタノールを大

量に輸入している。エネルギー作物としては，キャッサバのほか，サトウキビやトウモロ

コシ等もあるが大変高価で，コスト的に原料として適さない。その点，キャッサバは生産

コストが低い上，でんぷん製造工程での廃棄物もエタノール生産の原料となる。このため，

ナイジェリアでは，バイオエタノールが今後導入すべきバイオエネルギーとして注目され

ている。 

 

（２）ウェイト付けの手法 

ナイジェリアへの適用については，持続可能性評価ツールの当初の手法である WSM を

使用する。この WSM は，Mendoza and Prabhu（2003）でも採用されているが，ある目

的（ここでは持続可能なバイオエネルギーの導入）に対して，いくつかの基準（ここでは

持続可能性指標）の重要度を，複数段階の絶対値，例えば「1：とても重要」から「10：全

く重要ではない」の 10 段階で尋ねる方式である。 

WSM ではステークホルダーに持続可能性指標の重要度を絶対値で尋ねる。本研究では，

ある持続可能性指標 i についてその重要度を 1～9 の段階で絶対評価してもらい，ステー

クホルダー全員による評価値の算術平均 ia を算出する。次に Mendoza and Prabhu（2003）

に倣い，すべての指標の ia を合計した∑𝑎௜ を求め，指標 i のウェイトを以下の式から算出

する。 
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 iii aaw    （1） 

 

（３）条件設定と分析データ 

本研究では，ナイジェリアの実情に合わせ，分析対象とするバイオエネルギーの種類を

バイオエタノール，バイオガス，改良型かまど，電熱併給（CHP）の 4 種類とした。また，

これらの持続可能性を評価するための指標として，（1）水利用と効率性，（2）土地利用と

土地利用変化，（3）食料価格と供給，（4）雇用，（5）生産性，（6）インフラと流通の 6 指

標を取り上げる。これらのバイオエネルギー種は，ナイジェリアでのデータ収集を委託し

たコンサルタントであった著者がナイジェリアで導入可能性の高いバイオエネルギー技術

として選択したもので，持続可能性指標についても，コンサルタントが GBEP 指標の中の

24 指標から選択した。選択した六つの指標を持続可能性の 3 分野と照らし合わせて見る

と，該当する指標は水利用と効率性が環境分野に，土地利用と土地利用変化，食料価格と

供給，雇用が社会分野に，生産性とインフラと流通が経済分野の指標に該当し，環境，社

会，経済それぞれの分野から二つずつ指標が選ばれている。 

ステークホルダーによるウェイト付けには，ナイジェリア国内各地のステークホルダー

を対象にしたアンケート調査により収集したデータを用いる。アンケートではそれぞれの

指標の重要度を 1～9 の値の絶対評価で回答してもらうほか，それぞれのバイオエネルギ

ー種が六つの指標で表される持続可能性の側面に対して，どのくらい貢献しているのかを

尋ねた（第 7 図）。 
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第７図 アンケート票の質問例 

 

アンケート調査は 2017 年 11 月から 12 月にかけて行われ，合計 330 人のステークホル

ダーに対してアンケート票が配付され，そのうち 280 サンプルを回収した。分析はこのう

ちの有効回答 244 サンプルを用いて行った。ステークホルダーごとのサンプル数内訳は，

研究者・専門家が 39，国の政策担当者 32，地方の政策担当者 33，キャッサバ加工関係者

22，財政関係者 25，原料供給者 4，市民団体 25，エタノール生産者 1，農家 40，その他

23 となっている。ガーナより多くのサンプルを回収することで，統計的な解析が可能とな

った。 

 それぞれのバイオエネルギー種のウェイトは，本研究で取り上げる四つのバイオエネル

ギー種が，六つの指標で評価される持続可能性の各側面にどのくらい貢献するかとともに，

六つの指標の重要度の差を考慮して以下の（2）式のとおり算出される。 

 



－74－ 
 

൮

W୆୉୘
W୆ୋୗ
W୍ୌ
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  （2） 

 

ただし，W はウェイト，C は貢献度の評価を指し，添え字の BET，BGS，ICS，CHP は

それぞれバイオエタノール，バイオガス，改良型かまど，CHP のバイオエタノール技術を，

WU，LU，FP，JO，PR，IF はそれぞれ水利用，土地利用変化，食料価格と供給，雇用，

生産性，インフラと流通の 6 指標を表す。なお本分析では，すべてのサンプルを用いたウ

ェイトとともに，男女にサンプルを分けてウェイトを計算した。これは，IRENA でジェン

ダーによるバイオネルギーの持続可能性評価に差があるのかを検証したいという意向があ

ったためである。 

 

（４）結果と考察 

第 7 表には，分析結果のうち各持続可能性指標に対するウェイト W_LU から W_IFまでを

求めた結果を示している。これを見ると，男女で大きな差はみられないものの，男性は生

産性や雇用といった指標を女性よりも重視し，女性は男性よりも環境分野の指標を重視す

る傾向がある。また，六つの指標の中では男女とも生産性が最も重要で，インフラと流通

が一番重要度が低いという結果となった。なお，アンケート調査の評価について，男女で

の評価値の違いを統計的に検証したが，いずれの指標についても男女で評価に統計的に有

意な差は見られなかった。 

 

第７表 各持続可能性指標に対するウェイト 

男性 女性 全体

水利用と効率性 0.163 0.168 0.164

土地利用と
土地利用変化

0.164 0.167 0.165

食料価格と供給 0.168 0.168 0.168

雇用 0.173 0.169 0.171

生産性 0.175 0.170 0.173

インフラと流通 0.158 0.159 0.158
経済

環境

社会

W୛୙

W୐୙

W୊୔

W୎୓

W୔ୖ

W୍୊

 

続いて，各バイオエネルギー種の持続可能性への貢献度の評価結果が第 8 表～第 10 表

である。これを見ると，男女ともに多くの持続可能性の側面で，バイオエタノールが最も

貢献するという結果が得られた。これはバイオエタノールが持続可能性への貢献度が高い
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と評価されていることを示す。一方で，改良型かまどについては男女とも評価は低く，ス

テークホルダーは，改良型かまどは持続可能性へあまり貢献しないと考えていることが窺

える。 

 

第８表 各バイオエネルギー種の持続可能性への貢献度（男性） 

バイオ
エタノール

0.273 0.273 0.269 0.266 0.263 0.256

バイオガス 0.258 0.258 0.262 0.256 0.257 0.255

改良型かまど 0.228 0.237 0.233 0.240 0.235 0.242

CHP 0.241 0.232 0.236 0.239 0.245 0.247

生産性
インフラと

流通
水利用と
効率性

土地利用
と土地利
用変化

食料価格
と供給

雇用

 

 

 

第９表 各バイオエネルギー種の持続可能性への貢献度（女性） 

バイオ
エタノール

0.269 0.268 0.265 0.261 0.258 0.253

バイオガス 0.258 0.257 0.260 0.262 0.256 0.262

改良型かまど 0.228 0.230 0.235 0.236 0.239 0.243

CHP 0.244 0.245 0.241 0.241 0.247 0.242

生産性
インフラと

流通
水利用と
効率性

土地利用
と土地利
用変化

食料価格
と供給

雇用

 

 

 

第 10 表 各エネルギー種の持続可能性への貢献度（総合） 

バイオ
エタノール

0.272 0.271 0.267 0.264 0.262 0.255

バイオガス 0.258 0.257 0.262 0.258 0.256 0.258

改良型かまど 0.228 0.235 0.233 0.239 0.237 0.242

CHP 0.242 0.236 0.238 0.239 0.245 0.245

生産性
インフラと

流通
総合

水利用と
効率性

土地利用
と土地利
用変化

食料価格
と供給

雇用

 

 

 



－76－ 
 

また，アンケート調査の結果から持続可能性への貢献度について男女差を t 検定により

検証すると，バイオエタノールによる生産性への貢献及びインフラと流通への貢献につい

て，男女サンプル間でそれぞれ 10%水準，5%水準の統計的有意差が確認できた。さらに

CHP のインフラと流通への貢献についても男女サンプル間で 5%水準の統計的有意差が確

認できた。このことから，男性のほうが女性よりもバイオエタノールによる食料価格と供

給及びインフラと流通への貢献を高く評価していることが明らかになった。また，男性の

ほうが女性よりも CHP のインフラと流通への貢献を高く評価していることが明らかとな

った。 

第 7 表～第 10 表の結果を上記の（2）式に当てはめて算出した各技術の総合ウェイトに

ついては， 第 11 表に掲げた。これを見ると，各指標の重要度とそれぞれの指標が評価す

る持続可能性の各側面への貢献度を踏まえた総合的なウェイトでもバイオエタノールが最

も高い評価を得ており，続いてバイオガス，CHP，改良型かまどの順になっている。しか

しながら，男女間でウェイトの平均値に統計的に有意な差は認められなかった。この結果

から示唆されることは，ナイジェリアにおいて持続可能なバイオエネルギーを導入しよう

とする際には，バイオエタノールが持続可能性への貢献度が最も高いとステークホルダー

から評価されている点である。一方で，国民に身近な存在である改良型かまどは持続可能

性への貢献度が低いと評価されている。 

 

第 11 表 各技術の総合ウェイト 

男性 女性 総合

バイオエタノール 0.267 0.262 0.265

バイオガス 0.258 0.259 0.258

改良型かまど 0.236 0.235 0.236

CHP 0.240 0.243 0.241
 

 

（５）まとめ 

本研究では，ナイジェリアにおけるバイオエネルギーの導入を事例に，GBEP 指標を元

にした持続可能性評価指標について，ステークホルダーの意見を踏まえたウェイト付けを

行った。ウェイト付けはすべてのステークホルダーによる評価のみならず，ステークホル

ダーの男女による違いも明らかにした。 

分析の結果，今回取り上げた六つの持続可能性指標の中では，ステークホルダーからは

生産性がもっとも重要と評価され，インフラと流通がもっとも重要度が低く評価された。

また，各バイオエネルギー種による持続可能性への貢献度については，バイオエタノール

の貢献度が高く評価されている一方，改良型かまどについてはあまり高く評価されていな

いことが示された。t 検定によるウェイトの平均値の男女差の検証では，男性のほうが女
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性よりもバイオエタノールによる食料価格と供給及びインフラと流通への貢献を高く評価

していること，また，男性のほうが女性よりも CHP によるインフラと流通への貢献を高

く評価していることが明らかとなった。そして，各指標の重要度とそれぞれの指標が評価

する持続可能性の各側面への貢献度を踏まえた総合的なウェイトでもバイオエタノールが

最も高い評価を得ており，続いてバイオガス，CHP，改良型かまどの順になった。 

以上の分析結果は，バイオエタノールや CHP といった新たな技術への期待度が高いこ

とを示している。ステークホルダーの間では，伝統的かまどを改良型に変更するといった

身近なエネルギー技術の改良よりも，バイオエタノールやバイオガスといったこれまであ

まり普及していない新しい技術を導入する方が国全体の持続可能な発展に貢献すると考え

られていることを示している。このことから，このような新たなバイオエネルギーの導入

を進めることで，利害関係者の期待に則したバイオエネルギーの導入を進めることができ

ると思われる。よって，政策担当者は改良型かまどの導入等，直接的に国民に恩恵のある

バイオエネルギーの導入を進めるだけでなく，長期的な視野を持ちながら，新技術の導入

を進めていくべきであると言える。 

最後に，本分析の限界についても触れておく。まずステークホルダー間での評価の違い

については，まだ分析が未了である。ステークホルダーの間での違いを明らかにすること

ができれば，バイオエネルギーの導入に関して，異なった側面からの示唆を与えることが

できると思われる。また，技術的な課題としては，サンプルに母集団の代表性が担保され

ていないことである。今回の分析に用いたサンプルは現地のコンサルタントが任意に抽出

したものであり，本分析の結果は必ずしもステークホルダー全体の見方を表すという保証

はない点に留意が必要である。 

 

６．おわりに 

 

 本章では，IRENA，JIRCAS と政策研が開発した，GBEP 指標を元にした持続可能性評

価ツールについて紹介し，ガーナとナイジェリアにおけるバイオエネルギーの導入を事例

に，ステークホルダーの意見を踏まえたウェイト付けを行った結果を紹介してきた。開発

した評価ツールは，GBEP の持続可能性指標が定量的な評価を行うことに着目し，GBEP

持続可能性指標の個別の指標に対してウェイトを付与することで，ステークホルダーの意

見や地域独自の状況を反映させることができる。このようなバイオエネルギーの持続可能

性評価指標を用いることで，バイオエネルギー政策における複数の政策オプションがもた

らす持続可能性への影響を事前評価することが可能となり，当該国または地域でどのよう

なバイオエネルギーを導入すべきかについての情報を提供することができる。今回はガー

ナ，ナイジェリアといったアフリカの途上国において試行的適用を行ったが，持続可能性

評価ツール自体は，途上国のみならず，日本を含めた先進国でも適用は可能である。さら

に，GBEP の持続可能性指標での評価ができるのであれば，地域単位での適用や，特定の

バイオエネルギー種での評価も可能である。 
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なお，ここで紹介した持続可能性評価ツールに関する共同研究の成果については，

IERNA の報告書に掲載され，2019 年 1 月に公表された（IRENA，2019）。 

 

注（1）GBEP 指標の詳細については，農林水産政策研究所（2014）を参照のこと。 

（2）第 2 節から第 4 節は，新たな価値プロジェクト研究資料第 3 号『農村における地域資源の活用とその効果－

バイオマスのエネルギー利用を中心として－』の第 5 章「IRENA との協同によるバイオエネルギー評価ツール

の開発」を一部加筆修正して再掲している。これの理由は，第 1 に当該資料の原稿締め切りまでに IRENA から

現地調査のデータを入手できなかったため，当該研究資料は，ガーナにおける試行的適用の一部分の記述にとど

まっており，最終的な結果を掲載していないためである。また，第 2 の理由として，新たな価値プロジェクト研

究資料第 3 号の内容と今回新たに行った分析は，どちらも IRENA，JIRCAS，政策研が協同で行ったプロジェク

トの成果であり，一貫するものであるため，プロジェクトの一連の成果をまとめて掲載したほうが良いと判断し

たためである。 

（3）FAO のデータの詳細は FAO（online）を参照のこと。 

（4）伝統エネルギーとは，薪，木炭，農業廃棄物を指す（国際協力機構ガーナ事務所，2012）。 

（5）本小節は，2019 年 1 月 16 日に開催された政策研セミナー「持続可能なバイオエネルギー生産における我が

国の国際貢献」において，ジェームス・C・オボンナ氏が発表した内容を要約してとりまとめたものである。な

お，同様の内容は『農林水産政策研究所レビュー』88 号にも「シンポジウム概要紹介」として掲載されている。 
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第６章 まとめと結論 

 

林 岳  

浅井 真康  

 

１．各章のまとめ 
 

七戸・永田（1988）の定義に従うと，地域資源は「その地域だけに存在する資源」，「自

然によって与えられる有用物で，何らかの人間労働が加えられることによって，生産力の

一要素となり得るもの」である。第 1 章では，地域資源を取り扱った既存研究を整理する

とともに，バイオエネルギーがこの定義に当てはまることを確認した。 

第 1 章での定義づけをもとに，第 2 章では，地域資源としてのバイオエネルギーのうち，

バイオガスの生産・消費システム（以下バイオガスシステム）に焦点をあて，日本におけ

るバイオガスシステムの普及状況，政策的支援，今後の普及に向けた課題を整理した。バ

イオガスは家畜ふん尿や食品廃棄物，し尿・下水汚泥といった含水率の高いバイオマスの

メタン発酵によって生産されるため，バイオガスシステムの構築は廃棄物の適切な処理や

エネルギー自給率の向上，温室効果ガス排出の低減等に貢献する。また副産物である消化

液は，液肥として作物栽培に利用できる。一方で，バイオガスシステムの普及には，畑作

における液肥利用が浸透していない点，バイオガスプラント（BGP）の建設コスト及びラ

ンニングコストが高額な点，バイオガスシステムから発生した電力の売電環境が十分に整

備されていない点，さらには補助金政策等，政策転換のリスクが常につきまとう点といっ

た課題が残されていることが先行研究のレビューにより示された。 

第 3 章では，北海道士幌町におけるバイオガスシステムを調査事例とし，メンタルモデ

ル分析を用いて，各ステークホルダーがバイオガスシステムの便益や普及の阻害・促進要

因をどのように認識しているのか，またこれらの認識がステークホルダー間でどのように

異なるのかを明らかにした。分析の結果，バイオガスシステムの便益として，売電収入，

消化液散布による化学肥料代替，地域環境の向上等が挙げられ，これらはステークホルダ

ー間で認識が共有されていた。一方の阻害要因には，BGP の建設コスト，消化液の処理・

利用等があり，建設コストについては酪農家・非農家と畑作農家との間で共通認識されて

いるものの，消化液の利用については，認識度に大きな差が生じていることも明らかにな

った。このような消化液に対する認識度の違いがバイオガスシステム普及促進の障害にな

り得ることから，バイオガスシステムの総合的な普及には，まず畑作農家が考える消化液

の利用に関する懸念を全体の問題としてすべてのステークホルダー間で共有すること，そ

して BGP を設置する酪農家に主眼を置く施策だけでなく，副産物である消化液の需要家

である畑作農家に対する施策も必要であることを指摘した。 
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第 4 章では，同じく士幌町の個別型 BGP を事例として，社会心理学の心理的距離の概

念を用い，BGP から発生する消化液の利用において，消化液の需要者である畑作農家と供

給者である酪農家の間の関心の違いを明らかにした。本研究での分析からは，バイオガス

生産を中心とした耕畜連携での消化液利用について，畑作農家は消化液の供給者である酪

農家に対して関心を持っているのに対して，酪農家は消化液の需要者である畑作農家に対

してあまり関心を持っておらず，酪農家と畑作農家では取引相手に対する関心度が異なる

ことが示され，また畑作農家は酪農家への関心とともに，他の畑作農家の消化液利用の動

向にも関心があることが明らかになった。この結果から，BGP を中心とする耕畜連携の促

進には，特に畑作農家が消化液利用に対して感じている懸念や不便さを，酪農家が解消・

低減することで畑作農家と関心分野を共有する必要があることが示された。 

第 5 章では，農林水産政策研究所が国際再生可能エネルギー機関（IRENA）からの依頼

を受けて開発したバイオエネルギーの持続可能性評価ツールを紹介し，ガーナとナイジェ

リアでの試行的適用の結果を紹介した。持続可能性評価ツールは，国際バイオエネルギー・

パートナーシップ（GBEP）の持続可能性指標をベースに，各国でどのようなバイオエネ

ルギーを導入することで，持続可能性がより高まるのかを判断することができるものであ

る。このツールでは，各国のバイオエネルギーの生産状況や政策的な重点事項を反映でき

るよう，各指標にウェイトを設定することができるのが特徴である。ガーナへの試行的適

用では，持続可能性の観点からは，液体燃料が最も高い評価となり，またナイジェリアで

の適用でも，バイオエタノールの評価が最も高くなった（1）。このことから，アフリカのこ

れらの国では，いまだ普及していない液体燃料（バイオエタノール）の導入を促進するこ

とで，持続可能なバイオエネルギーの普及促進が可能であることが示された。 

以降，本章では，これまでの分析及び考察の結果から最終的な結論として地域資源とし

てのバイオガスを有効活用するためには，どのような政策的支援が必要なのかについてま

とめる。 

 

２．各章の結論から導かれるインプリケーション 

 

（１）バイオガスシステムの普及に向けた政策的支援 

バイオガスシステムの構築にあたって，消化液は BGP における副産物として必ず発生

するものである。しかしながら，本研究の分析より，バイオガスシステムにおいては，主

産物となる電力や熱をいかに活用するか，または酪農において廃棄物として発生する家畜

ふん尿をいかに効率的に処理するかといった点に関心が集中し，BGP から発生する消化液

の活用については，各ステークホルダーの意見を踏まえた幅広い視点からの議論が不足し

ている可能性が指摘された。BGP 所有者や役場などといった BGP に直接関わるステーク

ホルダー間では，消化液の肥料としての有用性が先行的に認識されている反面，実際の利

用者である畑作農家間では，たい肥との比較において消化液の利用には様々な制約があり，

その使い勝手の悪さを指摘する声も多かった。 
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このような状況が生じた背景には，現状のバイオガス関連政策が，再生可能エネルギー

の固定価格買取制度（FIT）や BGP 建設補助金など，酪農家側に対してバイオガスシステ

ムの構築に向けた経済的インセンティブをもたらすことに主眼を置いており，消化液の利

用促進についてはあまり関心が向けられてこなかったことが一因と考えられる。しかしな

がら，消化液の効率的な利用はバイオガスシステム全体の経済収支の向上にも貢献する上，

資源の循環利用や持続可能性の確保の観点からも欠かせない。そのためにも，更なるバイ

オガスシステムの普及を促進するには，①酪農家などの BGP に直接関わる者の消化液利

用促進に対する意識を高める方策，そして②需要家である畑作農家が積極的に消化液を使

いたくなるような品質改良やプロモーションを行うことが大切である。 

①については，例えば，新規 BGP を建設する際には必ず消化液の散布先を確保するこ

とを建設許可要件あるいは建設補助金の受給条件に課すことなどが一案として考えられる。

例えば，フィンランドの Tampio et al.（2018）は BGP 新設予定地周辺の農地面積，作付

け等を考慮して，地理情報システム（GIS）上で作物の養分需要量を計算し，消化液がす

べて肥料として用いられることを前提として新設地を検討できるようなシミュレーション

モデルを提案している。当国では，本モデル分析の結果を BGP 建設の公聴会等の場で利

用することで，消化液利用者である畑作農家の意向も踏まえたバイオガスシステム構築に

関する合意形成を手助けしている。このように規制を設けたり，またその規制下で意思決

定を支援する定量的なモデルツールの開発を助成したりすることで，消化液利用に対する

ステークホルダーの意識改善が期待できる。 

②については，まず消化液利用を直接支援するような取組への助成が考えられる。例え

ば，消化液を BGP オーナーの代わりに散布してくれるコントラクター利用への助成，そ

して消化液の散布機や成分分析を行う機材を新規購入する際の補助金などである。また，

より利用しやすい形状への改良や成分の均一化を低コストで実現するための技術開発に対

して公的研究資金を積極的に充てることも，消化液利用の将来的な活性化につながるだろ

う。このほか，消化液の利用に関する知識自体が，いまだ広く浸透していないことから，

各圃場での試験散布の結果や成功事例を収集し，それに基づく利用マニュアルの作成や講

習会の開催等の取組を積極的に支援するといった情報拡散に着目した施策も有効である。

このような多角的な政策的支援によってバイオガスシステムの持続可能な運営が達成され

ると考える。 

 

（２）持続可能なバイオエネルギーの利用のために 

バイオエネルギーは原料供給，エネルギー加工，残渣処理という複雑なプロセスを経て

作られるものであり，それぞれのプロセスにおいてステークホルダーが存在する。その点

が太陽光発電や風力発電といった，よりシンプルなプロセスで生産される他の再生可能エ

ネルギーと大きく異なる。さらにバイオマスは「広く浅く」賦存する資源であるため，原

料となるバイオマスを供給するステークホルダーや残渣を処理・受け入れるステークホル

ダーの数も多くなる。すなわち，バイオエネルギーはステークホルダーの範囲と数の双方
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において，他の再生可能エネルギーよりも大きくなる。多様なステークホルダーが関わる

ということは，それだけステークホルダー間での調整作業を必要とし，合意形成にかかる

取引費用が増大することを意味する。以下では，持続可能なバイオエネルギーの利用に向

けて，どのような取組や条件が多様なステークホルダー間での円滑な合意形成に寄与しう

るのか，そしてそれを支える政策的支援のあり方について考察する。 

まず，ステークホルダー間の調整役を担う人・団体の存在である。公平な立場から各ス

テークホルダーの意向を聞き取り，それらをステークホルダー間で共有する場を設け，相

互理解を促進することが求められる。またプロジェクトの進捗に応じて，様々な意見がシ

ステムづくりに平等に反映されていることを示すことも重要である。このような役割を担

う人物としては様々な業種が該当しうるが，例えば自治体の職員や民間のコンサルティン

グ会社，また研究者や専門家等も考えられる。この際，例えば第 3 章で用いたような認知

マッピングの手法や，第 5 章において紹介した持続可能性評価ツールを用いることで，扱

っている課題の可視化・定量化が可能となり，よりステークホルダーの相互理解を活性化

できるものと考える。しかしながら，調整能力や学術的手法を扱える能力を兼ね備えた人

材を確保することは決して容易ではないことから，政策的支援としては，このような能力

を習得できる大学院コースを設ける等の人材育成を支援することが有効だろう。また，成

功事例で導き出されたノウハウを共有できる情報ネットワークづくりや講習会等を実施す

る活動への支援も大切である。 

次に新しい技術が開発されることによって，合意形成が容易に進むことも考えられる。

例えば，前述のように消化液中の養分を低コストで均一化できる技術が開発されれば，畑

作農家の消化液の受け入れも促進するだろう。そのためにも研究開発への支援は有効であ

るが，従来の国の研究機関や都道府県の公設試験研究機関だけが研究開発を担うのではな

く，大学や民間企業と積極的に連携していくことでよりイノベーションが促進される点に

も注意が必要である。そのため，例えば研究支援費用の応募要件として農林漁業者，企業，

大学，研究機関等の関係機関がチームを組んで取り組むこと，そして，そのチームには農

林漁業者等が必ず参画すること，といったルールを設けることも有効であると考える。 

他方，公的予算には限りがあることから，支援先の重点化も欠かせない。その際，例え

ばエネルギー分野における技術開発のように経済規模が大きく，民間部門の反応が早い課

題ではなく，バイオエネルギーシステムの構築が貢献しうる気候変動対策や水質汚濁の改

善などといった公共性の高い取組に対して重点的に支援していくことも重要となるだろう。 

 

注．バイオエタノールは液体燃料に含まれるが，現地でのアンケート調査において，ガーナでは液体燃料をバイオエ

ネルギーの選択肢の一つとし，ナイジェリアにおいてはバイオエタノールを選択肢の一つとしたため，本文中では，

両国の結果について，あえて異なる名称で説明した。 

  



 －85－

［引用文献］ 

 

七戸長生・永田恵十郎編（1988）『地域資源の国民的利用 新しい視座を定めるために』，農山漁村文化協

会． 

Tampio，E.，Lehtonen，E.，Kinnunen，V.，Mönkäre，T.，Ervasti，S.，Kettunen，R.，Rasi，S.，

Rintala，J.（2017）“A demand-based nutrient utilization approach to urban biogas plant investment 

based on regional crop fertilization” Journal of Cleaner Production 164：19–29． 





平成 31（2019）年 3 月 31 日 印刷・発行 

都市住民プロジェクト研究資料第１号 

持続的な地域資源の活用システムの構築 

―持続可能なバイオエネルギー利用のために― 

編集発行 農林水産省農林水産政策研究所 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3－1－1 
中央合同庁舎第 4 号館 

TEL 03（6737）9000 
FAX 03（6737）9600 

印刷・製本 ミツバ綜合印刷株式会社 




	まえがき
	要旨
	目次
	第1章 地域資源とは何か
	第2章 日本におけるバイオガスの生産・利用の現状
	第3章 バイオガス利用の促進・阻害要因の抽出―北海道士幌町のバイオガスプラントを事例として―
	第4章 消化液利用における畑作農家と酪農家の関心の相違
	第5章 バイオエネルギーの持続可能性指標評価ツールの開発
	第6章 まとめと結論
	奥付




アクセシビリティレポート





		ファイル名 : 

		190331_31tosi1.pdf









		レポートの作成者 : 

		



		組織 : 

		







[環境設定／ユーザー情報ダイアログで個人と組織の情報を入力します。]



概要



文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。





		手動チェックが必要: 2



		手動チェックに合格: 0



		手動チェックに不合格: 0



		スキップ: 1



		合格: 13



		不合格: 16







詳細レポート





		文書





		ルール名		ステータス		説明



		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要



		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない



		タグ付き PDF		不合格		文書がタグ付き PDF である



		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる



		優先言語		合格		テキスト言語の指定



		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている



		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する



		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である



		ページコンテンツ





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている



		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている



		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している



		文字エンコーディング		不合格		確実な文字エンコーディングの指定



		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている



		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない



		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし



		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない



		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない



		フォーム





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている



		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある



		代替テキスト





		ルール名		ステータス		説明



		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要



		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト



		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある



		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない



		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素



		テーブル





		ルール名		ステータス		説明



		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある



		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある



		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要



		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある



		概要		スキップ		テーブルに概要が必要



		箇条書き





		ルール名		ステータス		説明



		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある



		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある



		見出し





		ルール名		ステータス		説明



		適切なネスト		不合格		適切なネスト










先頭に戻る



